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はじめに 
 

本市におきましては，２０５０年においても持続的に発展を続けている「未

来都市うつのみや」の実現に向け，『第６次宇都宮市総合計画』を平成３０年３

月に策定し，課題が解決された望ましい状態のひとつとして，安心して出産・

子育てができる環境が整い，次世代の「人づくり」が充実し，誰もが生涯にわ

たって主体的に学ぶことができる「子育て・教育の未来都市」の実現を掲げて

おります。 
また，これまで，子ども・子育て分野の総合的な計画「宮っこ 子育ち・子

育て応援プラン」（計画期間５年目の平成２７年３月に中間見直し）に基づきま

して，「結婚・妊娠・出産の希望をかなえる支援」など，様々な施策・事業を計

画的かつ着実に推進してきたところです。 
 

こうした中，全国的にも少子化や核家族化，地域コミュニティの希薄化が依

然として進行しており，また，様々な事件・事故などをきっかけとして，「子ど

もの貧困問題」や引きこもりの長期化を含む「８０５０問題」，さらなる「児童

虐待の未然防止の徹底」など，周囲からは「見えにくい問題」に対する関心が

高まっている状況です。 
 

このため，これらの課題解決に加えまして，目覚ましいＩＣＴ技術の進展や

国際社会共通の目標（「貧困をなくそう」など）である「ＳＤＧｓ」への貢献な

ど，子どもや子育て家庭を取り巻く様々な環境変化にも対応していけるよう， 
「宇都宮市子ども・子育て会議」委員の専門的見地からのご意見とともに，市

民の皆様から幅広いご意見をいただきながら，「すべての子どもが生まれ育った

環境に左右されることなく，夢や希望をもって心身ともに健全に成長でき，子

育て家庭が安心して子どもを生み育てることができるまちの実現」を基本理念

に掲げ，第２次「応援プラン」を策定しました。 
 

本市の「大谷石」は，日本の大半が海中にあった時代の火山灰などが，海底

に積み重なり長い年月をかけて出来上がったもので，現在，様々な姿かたちで

日本各地の人々の暮らしに役立っており，平成３０年５月には「大谷石文化」

として「日本遺産」の認定を受けました。  
本市のすべての子ども達が，様々な大人や地域社会との関わりの中で，成長

に合わせて知識や経験を積み重ね，すこやかで健全に育ち，各々の個性や特徴

に応じた様々な活躍を通して，次代に羽ばたいていただけるよう期待しており

ます。 



 
 

 
 
１ 計画改定の趣旨 

・ これまで，子育て家庭が愛情を持って安心して子どもを生み育て，子どもたちが心身と

もに健やかに育つことができるよう，平成２７年４月策定の「宮っこ 子育ち・子育て応

援プラン」（以下「プラン」）に基づきまして，不妊治療費への支援の拡充や産後ケア事業

の実施，待機児童の解消など，結婚・妊娠・出産・子育てに対する切れ目ない様々な支援

に計画的かつ着実に取り組んできたところです。 

 

・ その一方で，核家族化や共働き世帯の増加，地域コミュニティの希薄化などの社会環境

の変化に伴う，家庭における養育力の低下などを背景に，児童虐待やひきこもりなど，子

ども・若者や子育て家庭が抱える問題が複雑・多様化しております。 

こうした中，現行のプランが令和２年３月に計画期間満了となるため，引き続き，市民

ニーズを踏まえながら課題に適切かつ的確に対応していけるよう，平成３０年度に「子ど

もと子育て家庭等に関する実態調査」を行い，特徴的な結果として，望ましい「学習」や

「生活」習慣が身に付けられておらず，経験や人とのつながりに恵まれないなどの，経済

的貧困よりも見えにくい，いわゆる「関係性の貧困」にある子どもが，家庭の経済状況に

関わらずに存在することが明らかとなりました。 

 

・ このため，新たなプランの策定にあたっては，社会環境の変化や市民ニーズを的確に捉

え効果的かつ着実に施策を推進していけるよう，「一貫した継続的な支援」の視点とともに，

「見えにくい」「支援が届きにくい」子どもや子育て家庭に対する支援を強化できるよう，

新たに「より早い段階からの予防的な支援」の視点に基づき，「関係性の貧困」の解消をは

じめ，発達支援児や医療的ケア児，ひきこもり，外国人児童生徒など支援が必要な子ども

や子育て家庭をいち早く察知し，「個々の状況に応じた支援を届ける環境づくり」，地域の

見守り体制の強化など，家庭に寄り添い育児不安やストレスを緩和する「児童虐待の未然

防止・重篤化抑制」など，問題の発生や深刻化する前の，より早い段階からの支援策（予

防策）を盛り込んだ改定を行っています。 

 

・ また，「子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」（令和元年６月）

において，児童の権利に関する条約の精神にのっとり，子どもの「将来」だけでなく「現

在」の生活等に向けても子どもの貧困対策を総合的に推進するため，市町村における計画

策定の努力義務が明記されたことを受け，市民や地域との連携強化を図りながら，子ども

や子育て家庭に寄り添う「伴走型支援」を効果的・効率的に推進できるよう，現行プラン

で推進してきた「経済的貧困」に対する支援策の継続とともに，将来的な貧困連鎖の予防

策として「関係性の貧困の解消」などの「子どもの貧困対策」を体系的に整理し，「第４章 

基本施策の推進」に本市における「子どもの貧困対策計画」（通称『うつのみや子どもミル

フィーユ（みる・feel you）プロジェクト』）として位置付けました。 

 

第１章 計画策定にあたって 
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・ こうした，既存事業の継続的な取組とともに，新たな視点を盛り込んだプランを策定

し，計画的かつ着実に推進することで，すべての子どもたちが生まれ育った環境に左右さ

れることなく，夢や希望を持って心身ともに健全に成長できるとともに，すべての子育て

家庭が安心して子どもを生み育てることができる「子育ち・子育ての未来都市うつのみや」

を実現してまいります。 

 

通称『うつのみや子どもミルフィーユ（みる・feel you）プロジェクト』の由来 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

フランス語で mille は「千」，feuille は「葉」を意味し，一般的に mille-feuille

は「千枚の葉」とされ，「ミルフィーユ」という菓子は，四角く広げた小麦粉生地を平

らに何回も折りたたみ，多くの層をなしているという状態を「千」で表現し，また層

になった生地の焼き上りを「葉」として表現されたものと考えられています。 

子どもの成長や発達は，ライフステージごとに様々な体験や学びを積み重ね，いく

つもの「獲得すべき力」を蓄積していくこととなりますが，中でも特に，貧困状態に

ある子どもや子育て家庭（you）の気持ちや心身の状態，親子関係や地域とのつながり

などの置かれた状況について，家庭や学校，地域，行政など様々な主体が各々の役割

を発揮し，「見る」「感じ取る（feel）」伴走型で重層的な見守りや支援を行うことで，

子どもに「前向きな力」や「生きる力」など身に付けるべき力が蓄積し，健全に成長

していくためのプロジェクトとして表現したものです。 
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２ 計画の位置付け 

この計画は，本市の基本計画である「第６次宇都宮市総合計画改定基本計画」の分野別計

画として，すべての子どもと子育て家庭を総合的に支援するための基本的な計画として位置

づけ，ＳＤＧｓのゴール１，３，４，５，８，１０，１７への貢献に資するものとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
併せて，下記の計画を兼ねるものとします。 
・次世代育成支援対策推進法に基づく，「市町村行動計画」 
・子ども・若者育成支援推進法に基づく，「子ども・若者計画」 
・子どもの貧困対策に関する法律に基づく，「市町村計画」 
・国の健やか親子２１の地方計画「すこやか親子うつのみや２１（母子保健計画）」 
・母子及び父子並びに寡婦福祉法第１２条に基づく「ひとり親家庭等自立促進計画」 
・再犯防止推進法第１３条に基づく，「再犯防止推進計画」 
 
また，本市における人づくりの指針である「宮っこ未来ビジョン」や「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」，子育ち・子育てに関連する各部局の分野別計画と整合を図り，連携して

推進するものとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～ 関連するＳＤＧｓのゴール ～ 

ゴール１：貧困をなくそう 
３：すべての人に健康と福祉を 
４：質の高い教育をみんなに 
５：ジェンダー平等を実現しよう 
８：働きがいも経済成長も 

１０：人や国の不平等をなくそう 
１７：パートナーシップで目標を達成しよう 

宮っこ 子育ち・子育て応援プラン

 

 

 

 

次世代育成支援行動計画 

ひとり親家庭等自立促進計画 

子ども・若者計画 

すこやか親子うつのみや２１(母子保健計画)

子どもの貧困対策計画 

・ とちぎ子ども・子育て支援プラン 
・ 栃木県社会的養育推進計画 
・ まち・ひと・しごと創生総合戦略 
・ 宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉の  

まちづくり推進計画 
・ 宇都宮市障がい者福祉プラン 
・ 宇都宮市障がい児福祉サービス計画 
・ 宇都宮市防犯対策推進計画 
・ 宇都宮市男女共同参画行動計画 
・ 宮っこ未来ビジョン 
・ 宇都宮市学校教育推進計画 
・ 宇都宮市地域教育推進計画 

連 携

 第６次宇都宮市総合計画

宇都宮市子ども・子育て支援事業計画 
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３ 計画の範囲 

この計画の範囲は，子どもや若者，子育て家庭，地域，企業などすべての人と団体を対象

とし，保健，福祉，青少年健全育成，労働，教育など，子どもを取り巻く環境整備について

関連の深い分野について，その取組と方向性を示すものです。 
  また，計画の対象とする子どもの年齢は，０歳からおおむね３９歳とします。 
 
４ 計画の期間 

  この計画は，令和２年度を初年度とし，令和１１年度を目標年度とする１０か年を計画期

間とします。 

  ただし，令和２年度から令和６年度を前期計画期間，令和７年度から令和１１年度を後期

計画期間とし，前期計画の終了年度に見直しを行います。 
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１ 現行計画の取組状況 

現行計画では，基本理念の実現のため，３つの基本目標を掲げ，目標を達成するための基本

施策を設定し１５２事業を計上しております。 

毎年，重点事業に設定した目標値により個別事業の進捗状況及び個別事業を束ねた施策の進

捗状況とともに，計画全体の進捗状況について評価しています。 

 

   合計特殊出生率（計画全体の目標）について 

指標 
H19 年

(基準)
H22 年 H23 年 H24 年 H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年

H31 

（目標）

宇都宮市 1.43 1.50 1.47 1.55 1.56 1.57 1.54 1.50 1.50 1.75

栃木県 1.39 1.44 1.38 1.43 1.43 1.46 1.49 1.46 1.45

全国 1.34 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【評価・課題等】 

全国及び栃木県の値を上回りながら推移しておりますが，H26 年の 1.57 をピークに減少に

転じ，H29 年には 1.50 となり，目標値 1.75 の達成には至りませんでした。 

少子化の流れを変えるための子育て施策全体を図る指標として目標値を設定しましたが，

国の「第４次少子化社会対策大綱の策定に向けた提言」において，個々人の結婚や出産，子

育てについての希望がかなえられていない状況を踏まえ，新たな少子化社会対策大綱におい

ては，「希望出生率１．８」の実現に向け，国民が結婚や出産，子育てに希望を見出せるとと

もに，主体的な選択により，若い世代が希望する時期に結婚でき，かつ，希望する数の子ど

もを持てる社会をつくることを，少子化対策における基本的な目標とするべき     

とされたところです。

第２章 現行計画や本市の現状等を踏まえた課題 

資料：栃木県保健統計年報 
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  基本目標ごとの取組状況 

ア 各基本目標における取組状況と課題 

プランでは，３つの基本目標を定めるとともに，基本目標の達成度を評価するため，「市

民意識調査の満足度」と「成果指標」を設定しています。 

また，基本目標の達成に向け，効果的な取組を重点事業に位置づけ，基本施策ごとに「目

標」を設定しています。  

 

イ 評価の考え方 

目標値の達成状況により進捗状況の評価を行い，評価を行いました。 

評価 達成率 評価 

順調 90％以上 ◎ 

概ね順調 70～90％未満 ○ 

やや遅れている 70％未満 △ 

 

 基本目標Ⅰ：次代を担う子どもたちや若者が心豊かにたくましく成長できる社会の実現 

すべての子どもたちや若者が人間性や社会性を身につけ心豊かにたくましく成長でき

るよう，「宮っ子ステーション事業」や「キャリア教育の充実」など，身近な地域におい

て様々な体験や活動ができる場の提供等を実施しています。 

 

  ① 施策目標の実績 

   【市民意識調査の満足度】 

・ 児童健全育成環境の充実 

H25 

（基準値） 
H26 H27 H28 H29 H30 

H31 

(目標値)
達成率 評価 

28.5％ 24.5％ 34.7％ 33.1％ 35.2％ ― 36.0％ 97.8％ ◎ 

※H30 は設問変更により数値なし 

 

    ・ 青少年の社会的自立の促進 

H25 

（基準値） 
H26 H27 H28 H29 H30 

H31 

(目標値)
達成率 評価 

22.8％ 19.4％ 17.8％ 16.3％ 19.3％ ― 32.0％ 60.3％ △ 

※H30 は設問変更により数値なし 

   

【成果指標】 

    ・ 青少年の総合相談や関係機関との連携により就労に結びついた人数 

H25 

（基準値） 
H26 H27 H28 H29 H30 

H31 

(目標値) 
達成率 評価 

11 人 11 人 19 人 7 人 7 人 4 人 30 人 13.3％ △ 
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【構成する施策の目標】 

施策 目標 評価 

１ 「宮っ子ステーション事業」のうち，「放課後子ども教室事業」と「子

どもの家・留守家庭児童会事業」を一体的に実施している校区数 
○ 

１ 放課後子ども教室の実施校区数 ○ 

１ 「小中一貫教育・地域学校園」に取り組む学校数 ◎ 

１ 青少年の総合相談件数 ◎ 

１ キャリア教育の充実により将来の進路や職業に希望を持って学習して

いる中学３年生の生徒の割合 
◎ 

２ こんにちは赤ちゃん事業における面接率 ◎ 

２ 養育支援訪問事業において適切な養育が確保されるか他の子育てサー

ビスにつなげられた割合 
◎ 

２ うつのみや元気っ子チャレンジの参加人数 ◎ 

３ ここ・ほっと巡回相談事業における５歳児チェックリストの回答率 ◎ 

３ 発達支援児保育実施保育園数 ◎ 

 

  ② 評価等 

【市民意識調査の満足度】 

「児童健全育成環境の充実」は，◎評価で順調な進捗状況となっていますが，現状値

が 35.2％であるため，更なる市民満足度の向上を図るには，今後も引き続き，児童が

自主的・主体的に活動できる環境が整い，様々な人との関わりの中で，意欲を持って，

健やかに育つ環境の充実を図る必要があります。 

「青少年の社会的自立の促進」は，△評価でやや遅れている進捗状況であり，今後と

も引き続き，青少年が社会の中での責任や役割を自覚し，主体的に活動できるよう社会

的自立の促進を図る必要があります。 

【成果指標】 

「青少年の総合相談や関係機関との連携により就労に結びついた人数」は，△ 評価

でやや遅れている進捗状況であり，今後とも引き続き，悩みや問題を抱えている青少年

が，社会的な自立に向け一歩を踏み出す支援の充実を図る必要があります。 

【構成する施策の目標】 

「全体として概ね順調」な進捗状況となっています。 

 

③ 課題 

青少年に関わる相談件数は増加したものの，就労に結びついた人数は減少しました。

青少年本人が就労に至るまでには，面談による対人不安の軽減や社会参加体験など様々

な経験を積み重ねた上で，就労の意欲を高める必要があることなどから，長期間の年月

を要する実情とともに，就労のみが本人にとっての自立のゴールとは限らないため，「就

労に至る前の支援の強化」が必要です。 
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 基本目標Ⅱ：結婚・妊娠・出産や子育ての希望がかなえられる社会の実現 

妊娠・出産や子育ての希望がかなえられるよう，「保育サービスの充実」や「妊娠・出

産の支援」などを実施しています。 

 

  ① 施策目標の実績 

   【市民意識調査の満足度】 

・ 子育て支援の充実 

H25 

（基準値） 
H26 H27 H28 H29 H30 

H31 

(目標値) 
達成率 評価 

26.1％ 22.0％ 27.4％ 29.8％ 32.9％ 29.9％ 34.0％ 87.9％ ○ 

 

   【成果指標】 

    ・ 育児休業の取得率 

H25 

（基準値） 
H26 H27 H28 H29 H30 

H31 

(目標値) 
達成率 評価 

男性 4.8％ 

女性 102.8％ 
― 

5.8％

95.3％
―   

男性 13％ 

女性 100％ 

44.6％

95.3％
△ 

※3 年に 1回の調査であるため H26・H28 は数値なし （H29 に調査廃止） 

 

    ・ 待機児童数（4 月 1 日現在） 

H25 

（基準値） 
H26 H27 H28 H29 H30 

H31 

(目標値) 
達成率 評価 

0 人 0 人 136 人 29 人 0 人 0 人 0 人 100％ ◎ 

 

    ・ 待機児童数（10月 1日現在）【補完指数】 

H25 

（基準値） 
H26 H27 H28 H29 H30 

H31 

(目標値) 
達成率 評価 

78 人 ― 281 人 119 人 41 人 0 人 0 人 100％ ◎ 

 

【構成する施策の目標】 

施策 目標 評価 

４ ワーク・ライフ・バランス実践ガイドブックの配布部数 ◎ 

４ 男女共同参画推進事業者表彰（きらり大賞）の表彰事業者数 ◎ 

５ 教育・保育サービスの供給体制の確保（供給量） ◎ 

５ 子どもの家・留守家庭児童会のクラブ数 ◎ 

６ 妊婦健康診査の受診票利用率（利用数／交付数） ◎ 

７ 就労に向けた総合的な支援による就業実績件数 △ 

７ ひとり親家庭等日常生活支援事業利用件数 △ 
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   ② 評価等 

【市民意識調査の満足度】 

「子育て支援の充実」は，○評価で概ね順調な進捗状況となっていますが，現状値が

29.9％であるため，更なる市民満足度の向上を図るには，今後も引き続き，すべての子

育て家庭がそれぞれの家庭状況に応じた子育て支援を受けながら安心して子どもを生

み育てられる支援の充実を図る必要があります。 

 

【成果指標】 

「育児休業の取得率」は，△ 評価でやや遅れている進捗状況であり，今後とも引き

続き，男女が子育てと仕事を両立しながら就業できる環境づくりの推進を図る必要があ

ります。 

「待機児童数（4 月 1 日現在）」は，◎評価で，補完指数「待機児童数（10 月 1 日現

在）」も◎評価で順調な進捗状況でありますが，希望した時期に保育所に入所できるこ

とは重要な子育て支援であることから，今後とも引き続き，待機児童０人を目指し教

育・保育サービスの充実を図る必要があります。 

 

【構成する施策の目標】 

「全体として概ね順調」な進捗状況となっていますが，「就労に向けた総合的な支援

による就業実績件数」と「ひとり親家庭等日常生活支援事業利用件数」がやや遅れてい

る進捗状況であり，今後とも引き続き，利用しやすい子育て支援サービスの充実を図る

必要があります。 

 

③ 課題 

男性の育児休業取得率が目標を下回りました。ワーク・ライフ・バランス実践ガイド

ブックの配布や男女共同参画推進事業者を表彰するなど，周知・啓発を行いましたが，

働き方の見直しや更なる男性の積極的な家庭参画の促進のため，企業等に対する子育て

面での働きかけなど，「企業における働きやすい職場環境づくりの促進」が必要です。 

また，ひとり親家庭に対する就労実績件数や日常生活支援事業利用件数が目標を下回

ったことから，各種施策・制度の情報が支援を必要とする人に行き渡るよう，「相談機

能や様々な場面での情報提供等の充実・強化」が必要です。 

さらには，ひとり親家庭等が自立した生活を送ることができるよう，「早期の就労支

援による経済的な生活基盤の安定」とともに，ひとり親家庭が安心して「子育てと仕事

を両立できる支援の強化」が必要です。 
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 基本目標Ⅲ：地域全体で子育ち・子育てを支えあう社会の実現 

地域全体で子育ち・子育てを支えあうことができるよう，「ファミリーサポートセンタ

ー事業」や「子育てサロン」の実施などにより，家庭や地域における子育て支援機能の充

実を図っています。 

 

  ① 施策目標の実績 

   【市民意識調査の満足度】 

・ 学校・家庭教育支援の充実 

H25 

（基準値） 
H26 H27 H28 H29 H30 

H31 

(目標値) 
達成率 評価

31.0％ 27.3％ 30.2％ 34.7％ 35.2％ ― 40.0％ 88.0％ ○ 

※H30 は設問変更により数値なし 

 

    ・ 子どもへの虐待防止対策の強化 

H25 

（基準値） 
H26 H27 H28 H29 H30 

H31 

(目標値) 
達成率 評価

17.4％ 13.4％ 17.6％ 17.8％ 16.6％ ― 25.0％ 66.4％ △ 

※H30 は設問変更により数値なし 

 

    ・ 非行・問題行動の未然防止 

H25 

（基準値） 
H26 H27 H28 H29 H30 

H31 

(目標値)
達成率 評価

24.6％ 20.3％ 20.3％ 17.8％ 23.1％ ― 34.0％ 67.9％ △ 

※H30 は設問変更により数値なし 

 

   【成果指標】 

    ・ 児童虐待発生件数 

H25 

（基準値） 
H26 H27 H28 H29 H30 

H31 

(目標値)
達成率 評価

80 件 83 件 68 件 85 件 88 件 269 件 0 件 ― △ 

 

・ 児童虐待取扱件数に対する終結件数の割合【補完指数】 

H25 

（基準値） 
H26 H27 H28 H29 H30 

H31 

(目標値) 
達成率 評価

47.1％ ― 38.1％ 41.4％ 42.2％ 42.5％ 60.0％ 70.8％ ○ 
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【構成する施策の目標】 

施策 目標 評価 

８ ファミリーサポートセンター会員数 ○ 

８ 子育てサロン登録者数 ◎ 

８ ふれあいのある家庭づくり作品コンクール応募点数 ○ 

８ 児童虐待防止等に関する地域組織の設置 ◎ 

９ 赤ちゃんの駅登録民間施設数 ◎ 

９ 「子どもの見守り強化月間」を実施する市立小学校数 ◎ 

 

② 評価等 

【市民意識調査の満足度】 

「学校・家庭教育支援の充実」は，○評価で概ね順調な進捗状況となっていますが，

現状値が 35.2％であるため，更なる市民満足度の向上を図るには，今後も引き続き，

学校や家庭などが連携し，地域をあげて，学校・家庭教育支援の充実を図る必要があり

ます。 

「子どもへの虐待防止対策の強化」は，△評価でやや遅れている進捗状況であり，今

後とも引き続き，虐待を受けることなく，子どもたちが安心して暮らしていけるよう，

虐待防止対策の強化を図る必要があります。 

「非行・問題行動の未然防止」は，△評価でやや遅れている進捗状況であり，今後と

も引き続き，青少年が非行や問題行動等を起こすことなく，健全に生活できるよう，未

然防止対策の強化を図る必要があります。 

 

【成果指標】 

「児童虐待発生件数」は，△ 評価でやや遅れている進捗状況であり，補完指数「児

童虐待取扱件数に対する終結件数の割合」は，○評価で概ね順調な進捗状況となってい

ますが，今後とも引き続き，家庭児童相談室において取り扱う新たな児童虐待件数が減

少するよう，児童虐待未然防止策の強化を図る必要があります。 

 

【構成する施策の目標】 

「全体として概ね順調」な進捗状況となっています。 

 

③ 課題 

市内の全地区（３９地区の民生委員児童委員協議会）に，児童虐待防止ネットワーク

を構築できましたが，児童虐待通告（児童虐待発生件数）をゼロには出来ておりません。 

このため，地域のネットワーク強化等による，児童虐待防止の周知・啓発の強化や早

期発見による重篤化の防止など，「地域全体で子どもを見守る支援の強化」「児童虐待の

未然防止・重篤化抑制のための支援の強化」が必要です。
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２ 宇都宮市の現状と時代潮流の変化 

  本市の現状 

  ア 出生数・合計特殊出生率について 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（人） 

資料：栃木県保健統計年報 

【合計特殊出生率の推移】 

資料：栃木県保健統計年報 

【出生数の推移】 

● 出生数は減少傾向（10 年間（H21→H30）で 810 人（約 16％）

の減） 

● 合計特殊出生率は全国・県を上回るものの，目標は未達成 

（H29:1.50，目標値:1.75） 

≪参考≫希望出生率（国）：1.80（2025 年） 
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  イ 結婚について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（人） 

（歳） 

【婚姻件数の推移】 

【平均初婚年齢の推移】 

資料：厚生労働省「人口動態調査」，栃木県健康増進課「栃木県保健統計年報」

● 婚姻件数は減少傾向（10 年間で 665 件（約 19％）減少） 

 

● 平均初婚年齢は上昇傾向（10 年間で男女ともに約１歳上昇）
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ウ 出産について 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（人） 

【出産時における母の年齢（５歳階級）の推移】 

資料：厚生労働省「人口動態調査」 

● 晩産化が進行（35～39・40～44 歳のみ増加，20～24 歳・25

～29 歳は半減以下） 

● 「希望する子どもの数」は「2 人」が 多（調査開始後初，

過去は 3 人） 

● 希望よりも予定の子どもの数が少ない主な理由は「経済的」

「身体的」「精神的」負担 
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【理想の子どもの数】 

項目 

平成 20 年度 平成 25 年度 平成 30 年度 

就学前の 

子どもの親

小学生の 

子どもの親

就学前の 

子どもの親

小学生の 

子どもの親

就学前の 

子どもの親

小学生の 

子どもの親

0 人 0.0％ 0.2％

1 人 0.5％ 2.8％ 0.9％ 1.6％ 2.7％ 4.6％

2 人 35.8％ 34.3％ 45.0％ 41.6％ 47.8％ 50.6％

3 人 52.9％ 49.1％ 46.9％ 46.0％ 46.0％ 40.0％

4 人 6.5％ 7.1％ 3.2％ 4.2％ 2.7％ 3.4％

5 人以上 0.8％ 1.3％

   【予定の子どもの数】 

項目 

平成 20 年度 平成 25 年度 平成 30 年度 

就学前の 

子どもの親

小学生の 

子どもの親

就学前の 

子どもの親 

小学生の 

子どもの親 

就学前の 

子どもの親

小学生の 

子どもの親

1 人 6.9％ 12.5％ 9.6％ 16.9％ 13.5％ 21.4％

2 人 59.0％ 55.4％ 59.2％ 55.1％ 55.7％ 58.8％

3 人 21.6％ 20.3％ 17.7％ 17.9％ 28.2％ 17.5％

4 人 2.2％ 2.8％ 1.5％ 1.4％ 2.3％ 2.1％

5 人以上 0.3％ 0.2％

 

 

   ≪理想よりも予定の子どもの数が少ない主な理由≫ 

【平成 25年度調査】※あてはまるもの 1つを選択 

     ・ 子どもの教育にお金がかかる（26.9％） 

     ・ 教育以外にもお金がかかる（25.1％） 

     ・ 出産・育児の心理的・身体的負担（19.1％） 

 

    【平成 30年度調査】※複数回答可 

     ・ 子どもの教育にお金がかかる（92.4％） 

     ・ 教育以外にもお金がかかる（71.2％） 

     ・ 育児の心理的・身体的負担（48.3％） 

 
 

資料：子どもと子育て家庭等に関する生活実態調査 

【理想の子どもの数と予定の子どもの数】 
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エ 世帯構成等について 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査 

（世帯） （人） 

【世帯数・一世帯あたりの世帯人員の推移】 

資料：労働力調査 

（万世帯） 

【世帯数・一世帯あたりの世帯人員の推移】 

● 核家族世帯は増加傾向（20 年間で 25,612 世帯（約 26%）増

加） 

● 共働き世帯数は増加傾向（約 20 年間で 202 万世帯（約 30％）

増加） 

● ひとり親世帯数は増加傾向（20 年間で 6,620 人（約 57％）

増加） 

● ひとり親世帯の貧困率は約 43.0％ 

● 家事・育児等よりも仕事が優先される割合が多い 
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項目 

希望 現実 

就学前の 

子どもの親

小学生の子

どもの親 

就学前の子

どもの親 

小学生の子

どもの親 

仕事時間を優先 7.7％ 7.9％ 42.7％ 56.7％

家事(育児)時間を優先 71.4％ 53.6％ 56.2％ 38.9％

プライベート時間を優先 19.1％ 36.7％ 0.8％ 3.4％

 
 

資料：「子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に 

関する調査 2016」（労働政策研究・研修機構）    

【世帯類型別・母親の就業形態別相対的貧困率】 

（貧困率Ⅰ：可処分所得ベース，貧困率Ⅱ：税込み収入ベース） 

【仕事時間と生活時間の優先度（希望と現実）】 

資料：子どもと子育て家庭等に関する生活実態調査 
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  オ 貧困の連鎖 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（％） 

【大学進学率】 

資料：生活福祉第 2課，厚生労働省，文部科学省（学校基本調査） 

【高校進学率】 

（％） 

資料：子どもの貧困対策に関する有識者会議 

● 生活保護受給世帯の子どもの高校進学率 

全世帯平均＞生活保護世帯（全国）＞生活保護世帯（本市） 

● 生活保護受給世帯の子どもの大学進学率 

全世帯平均＞＞＞生活保護世帯（全国） 
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  カ ひきこもり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

人数 本人

ひきこもり相談者

H27 H28 H29 H30

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

関係機関との連携

H27

H28
H29

H30

● 内閣府の調査 

15 歳から 39 歳における引きこもりは対象年齢総人口の約

1.5％存在 

● 本市人口に換算 

 約 2,000 人のひきこもりが存在 

 ※ 青少年自立支援センターのデータでは年間の相談者数は

約 40 人，そのうち相談者が本人である人数は約 10 人 

● 相談を受けている人数はごく一部と思われる 

資料：子ども未来課（青少年自立支援センター）
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  キ 保育所の入所児童数・在家庭児童数の推移 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） （人）

【就学前児童数と入所児童数の推移】 

資料：就学前児童数（住民基本台帳（各年の 3月末現在）） 

【在家庭児童数の推移】 

資料：就学前児童数（住民基本台帳（各年の 3月末現在）） 

（人）

● 就学前児童数は減少傾向（約 10 年間で 2,855 人（9.6％）減

少） 

● 一方で，保育所入所児童数は増加傾向（約 10 年間で 2,107

人（31.4％）増加） 

● 在家庭児童数は減少傾向（約 10 年間で 4,154 人（31.6％）

減少） 
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ク 障がい児の現状 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：教育センター 

【特別な教育的ニーズのある児童生徒の割合の推移 】 

【障がい者手帳所持者の推移】 

 資料：障がい福祉課 

（人） （人）

● 療育手帳を所持する子どもの数は増加傾向（10 年間で 1,379

人（48.5％）増加） 

● 特別な教育的ニーズのある児童生徒の割合（全体）は増加傾

向（10 年間で 3.0％増加） 

● 特別支援学級の在籍児童数は増加傾向（約 10 年間で 248 人

（46.3％）増加） 
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ケ 日本語指導が必要な児童生徒数の現状 
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【日本語指導が必要な児童生徒数の推移】 

● 日本語指導が必要な児童生徒数は一定程度存在（100 人程度）

資料：学校教育課 

資料：教育センター 

【特別支援学級在籍児童生徒数の推移】 

（人） 
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３ 「子どもと子育て家庭等に関する生活実態調査」の結果等 

◆貧困の定義 

    経済的貧困（見える貧困） 

    世帯収入から見た貧困状態であり，いわゆる「相対的貧困」 

 

  関係性の貧困（見えにくい貧困） 

所得などの金銭的な比較による貧困とは異なり，子どもであれば，誰もが享受すべき

物や教育，経験，人とのつながりなどが恵まれていない状態 

（親の子どもに対する意識や関わり方，子どもの食事や家庭学習の習慣付けなどが不十

分な状態など） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆調査結果の概要 

・相対的貧困にある家庭で育つ子どもの割合（子どもの貧困率）⇒ １１．９％ 

（国より２ポイント低い※が，８人に１人の子どもが経済的貧困の家庭で育っている）

 ※ 国が調査した子どもの貧困率は，１３．９％（７人に１人） 

（出典：国民生活基礎調査（H27）） 

・「経済的貧困」の家庭の子どもは，「関係性の貧困」になりやすい傾向がある。 

・「経済的貧困」でない家庭にも，「関係性の貧困」にある子どもが存在する。 

・「関係性の貧困」にある子どもは，家庭の経済状況に関わらず「自己肯定感」 

（前向きな気持ちや考え方）が低い傾向がある。 

 ・「関係性の貧困」は，親から子に連鎖する傾向にある。 

（親自身の子ども時代の「育てられ方」が，子どもの「育て方」に影響すると思われる）

◆調査結果から導いた「対応すべき課題」 

①「経済的貧困」への支援 

② 家庭学習の支援 

③ 機会を提供する支援ｄ 

④ 生活習慣に対する支援 

⑤ 親への支援 

⑥ 地域全体で見守る支援 

子どもは，成長や発達，ライフステージごとに様々な体験や学びを積み重ね，いくつ

もの「獲得すべき力」を蓄積していく必要があります。 

子どもの「現在の関係性の貧困」を解消し，「将来の貧困連鎖」を予防するためには，

特に，貧困状態にある子どもや子育て家庭の気持ちや心身の状態，親子関係や地域との

つながりなどの置かれた状況を把握しながら，家庭や学校，地域，行政など様々な主体

が各々の役割を発揮し，「伴走型で重層的な見守りや支援」を行う必要があります。 
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４ 国の動向・踏まえるべき関連計画等が求めること 

 【子育てに関する主な国の施策等】 

○ 「ニッポン一億総活躍プラン（H28）」 

～夢をつむぐ子育て支援『希望出生率１．８』の実現～ 

・保育の受け皿整備の一層の加速 

・放課後児童クラブの追加的な受け皿整備，放課後子供教室との連携・一体実施 

⇒ 子育てしやすい環境整備 

・幼児教育・保育の段階的無償化 

・生活困窮世帯等の子どもの学習支援の充実や地域未来塾の拡充 

⇒ すべての子供が希望する教育を受けられる環境の整備 

 

○ 「少子化社会対策基本法」，「少子化社会対策大綱（H27）」 

 ～結婚，妊娠，子供・子育てに温かい社会の実現をめざして～ 

・「子供・子育て支援新制度」の円滑な実施 

・待機児童の解消 

・「小１の壁」の打破 

⇒ 子育て支援施策の一層の充実 

・経済的基盤の安定 

・結婚に対する取組支援 

⇒ 若い年齢での結婚・出産の希望の実現 

・子育て・保育・教育・住居などの負担軽減 

・自治体，企業，公共交通機関などによる多子世帯への配慮・優遇措置の促進 

⇒ 多子世帯へ一層の配慮 

  ・男性の意識・行動改革 

  ・「ワーク・ライフ・バランス」・「女性の活躍」 

⇒ 男女の働き方改革 

 

○ 「子ども・若者育成推進法」，「子ども・若者育成支援推進大綱（H28）」 

 ～全ての子供・若者が健やかに成長し，自立・活躍できる社会を目指して～ 

 ・家庭における乳幼児期の基本的な生活習慣の形成支援 

 ・子供・若者が自らの心・身体の健康を維持するための健康教育の推進 

⇒ 全ての子供・若者の健やかな育成 

 ・教育・福祉・保健・医療・矯正・更生保護・雇用等の関係機関・団体の連携による，

困難を有する子ども・若者の支援を重層的に行う仕組みの構築 

（「子ども・若者支援地域協議会」の整備）  

 ・家庭等に出向き相談・指導等を実施するアウトリーチ（訪問支援）の充実  

⇒ 困難を有する子供・若者やその家族に対する支援 

 ・全ての就学児童の放課後等における体験・交流活動を行う活動拠点の充実 

 ・企業を含む社会全体の「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の実現 

⇒ 子供・若者の成長のための社会環境の整備 
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○ 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」，「子供の貧困対策に関する大綱」（R1） 

  ・全ての子供たちの現在から将来にわたる前向きな気持ちや夢や希望を持つことのでき

る社会の構築 

・子育てや貧困を家庭のみの責任とせず子供を第一に考え，地域や社会全体で課題解決

する適切かつ包括的な支援の早期実施 

  ⇒ 市町村における計画策定の努力義務化 

   ⇒ 貧困の連鎖防止，妊娠・出産期から子どもの社会的自立までの切れ目のない支

援，支援が届かない又は届きにくい子ども・家庭への配慮 

 
○ 「再犯の防止等の推進に関する法律」，「再犯防止推進計画（H29）」 

 ・再犯の防止等に関する国及び地方公共団体の責務の明確化 

・施策の基本となる事項の定めによる総合的かつ計画的な施策の推進 

   ⇒ 市町村における計画策定の努力義務化 

 

○ 「働き方改革実行計画」（H29） 

⇒ 企業におけるワーク・ライフ・バランスの徹底 

 
○ 「新しい経済政策パッケージ」（H29） 

⇒ 幼児教育の無償化 

 

○ 「生活困窮者自立支援法」（H27） 

・子どもの学習支援や生活習慣づけ，高校進学者の中退防止，居場所づくりなど，子ど

もと保護者の双方に対する支援 

⇒ 生活困窮世帯の子どもの学習支援 

 
○ 「児童虐待の防止等に関する法律」の改正（H30） 

⇒ 「親の体罰禁止」など子どもの権利の尊重の強化 

 
【市の関連計画等】 

○ 「宇都宮市障がい者福祉プラン」（H30） 

⇒ 障がい児及びその家族等への支援の充実 

 
○ 「障がい児サービス事業計画」（H30） 

⇒ 障がい福祉サービスの提供体制の確保 

 
○ 「宇都宮市男女共同参画行動計画」（H30） 

⇒ 仕事と子育てや介護等との両立支援，働きやすい職場環境整備に向けた支援 

 
○ 「子ども子育て支援事業計画」（H27，R1 改定） 

⇒ サービス事業量の確保 
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５ 課題の導出 

  現行プランの「実績評価」とともに，国の動向や本市の「子どもと家庭等に関する生活実

態調査」結果等を踏まえ，現行プランの基本施策ごとの課題を導きました。 

 

 【整理の視点】 

  ・ 国の動向 

・ 市現行プランの施策体系ごとの「実績評価」 

  ・ 市「実態調査」結果 等 

 

 １．たくましい子どもの育ちと若者の自立を支援します 

○ 家庭環境に依らない教育機会の提供 

・ 経済的な貧困の連鎖を未然に防止するため，引き続き，すべての子どもが家庭の経

済状況に左右されない教育の機会均等などの推進が必要です。 

○ 健全育成環境の充実 

・ 子どもや若者が身近な地域で多世代との交流や様々な体験ができるよう，引き続き，

社会環境の変化や市民ニーズを踏まえた居場所づくりや地域活動の支援など，健全育

成環境の充実が必要です。 

○ 機会を提供する支援 

・ 子どもがスポーツや芸術・文化などのやりたいことができるようになり，人とのつ

ながりや体験・経験の機会を得て，機会を提供する支援が必要です。 

○ 若者の更生に向けた支援の推進 

・ 引き続き，罪を犯した若者の更生に向けた支援の推進が必要です。 

○ 引きこもりなどの困難を抱える若者の居場所づくり 

・ 引きこもり等の若者について，現在，把握することが困難であることから，自宅以

外で安心して過ごすことのできる居場所づくりを進めることが必要です。 

 
 ２．子どもの心豊かで健やかな成長を支援します 

○ 在家庭支援の充実 

・ 未就園児には，低所得や，多子，外国籍など社会経済的に不利な家庭や発達や健康

の問題を抱えた子どもが存在することから，在家庭支援の充実が必要です。 

○ 健康（生活習慣）に対する支援 

・ 子どもの食習慣などの生活習慣の乱れが将来の健康問題を引き起こす傾向が強いこ

とから，子どもの健康に対する支援が必要です。 

○ 相談支援体制の充実や効果的な情報発信 

・ 出産や子育ての不安や身体的・精神的負担の軽減を図るとともに，より安心して子

育てができるよう，引き続き，身近なところでの子育ての相談支援体制の充実および

効果的な情報の発信が必要です。 
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 ３．障がいのある子どもの健やかな発達を支援します 

○ 医療的ケア児の保護者に対する支援の充実 

・ 医療的ケア児に対する支援は一定充実が図られている一方で，その親自身に対する

支援（休息時間の確保等）などが十分でないことから，負担を軽減できる支援体制等

の充実が必要です。 

○ 発達障がい児・医療的ケア児の受け入れ環境の整備，地域共生社会の実現に向けた理

解の促進 

・ 今後も発達支援児や医療的ケア児に対する支援の充実が求められていることから，

受け入れ環境の整備や理解の促進が必要です。 
 
 ４．男性も女性も仕事と生活が調和する社会の実現に向けた「働き方改革」を 

推進します 

○ 働きやすい環境づくり 

・ 子育て家庭の仕事と家庭生活の両立に向け，企業における働きやすい職場環境づく

りを促進するため，引き続き，育児休暇制度等の周知徹底や取得促進に向けた企業へ

の働きかけが必要です。 

○ ワーク・ライフ・バランスの実現 

・ 子育て家庭の仕事と家庭生活の調和のため，引き続き，働き方の見直しや男性の積

極的な家庭参画の促進が必要です。 

○ 結婚の希望を叶える支援 

・ 若者の結婚の希望等を叶える支援が必要です。 
 

５．すべての子育て家庭を支援するための教育・保育サービスを充実します 

○ 需要に応じた保育サービス量の確保 

・ 子育てと仕事の両立のため，引き続き，地域の需要に応じた保育サービス量を効果

的に確保することによる年間を通した待機児童ゼロの継続的な実現に向けた取組が

必要です。 

○ 保育サービスの質の向上 

○ 多様な保育ニーズにこたえる保育サービスの充実 

・ 子どもの健やかな発達や健康のため，引き続き，保育サービスの質の向上に向けた

取組の推進や就労実態や家庭の状況など利便性に配慮するため，引き続き，保育サー

ビスの充実が必要です。 
 

 ６．安心して妊娠・出産できる支援体制を充実します 

○ 安心して妊娠・出産できる環境づくり 

・ 妊娠・出産に対する心理的・体力的負担を減らし，安心して子どもを産み育てるた

め，引き続き，妊娠初期の健康管理から産後のケアまでのきめ細やかな健康支援の推

進が必要です。 

○ 不妊に悩む夫婦に対する支援 

・ 子どもを望み不妊に悩む夫婦に対して，希望が叶うよう，引き続き，心理的・経済

的な支援が必要です。 
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 ７．ひとり親家庭等の自立に向けた支援を充実します 

○ ひとり親家庭等の生活支援 

○ ひとり親家庭等の就労支援 

・ ひとり親家庭の生活基盤の安定のための就労支援の充実や仕事と子育ての両立のた

めの子育てや生活面での支援の更なる充実が必要です。 

○ 家庭環境に依らない教育機会の提供（再掲） 

・ 経済的な貧困の連鎖を未然に防止するため，引き続き，すべての子どもが家庭の経

済状況に左右されない教育の機会均等などの推進が必要です。 

 
 ８．家庭や地域の養育力の向上を支援します 

○ 子どもの権利を尊重する環境づくり 

・ 引き続き，子どもの権利を尊重する環境づくりが必要です。 

○ 地域全体で子どもを見守る支援，親の意識を変える支援 

・ 児童虐待などの関係性の貧困の未然防止・早期発見のため，地域全体で見守る支援

体制の充実や親が子どもに関心を持ち，愛情を与えることができるよう親の意識を変

える支援の推進が必要です。 

○ 健康（生活習慣）に対する支援（再掲），家庭学習の支援 

・ 食習慣などについて望ましい生活習慣を整える支援や，家庭学習の習慣付けを行う

支援などについて体制を充実することが必要です。 
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６ 課題の整理（重点的に取り組むべき課題の抽出） 

  国の動向とともに，現行プランの「実績評価」や「子どもと子育て家庭等に関する生活実

態調査」の結果等を踏まえた上で，現行プランの体系ごとに導いた課題について，「継続的

に取り組む課題」と「新たな視点で対応を強化すべき課題」とに整理しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 継続的に取り組む主な課題  

 

子どもの権利尊重 

希望する教育を受けられる支援 

結婚の希望をかなえる支援 

安心して妊娠・出産できる支援 

「経済的貧困」への支援 

ひとり親や多子世帯など困難を抱える家庭への支援 

教育・保育サービスの充実 

仕事と生活を調和する社会づくり 

 

 「新たな視点」で対応を強化すべき課題  

 

ア）貧困の連鎖防止 

・家庭学習の支援， 

・体験機会への支援， 

・生活習慣に対する支援， 

・親への支援， 

・地域全体で見守る支援 

 

イ）医療的ケア児や引きこもりなど 

「支援が届きにくい子ども・家庭」への支援の充実 

 

ウ）児童虐待の未然防止・重篤化の抑制 

 

２ 子どもの心豊かで健やかな成長を支援します 

・在家庭支援の充実 

・健康（生活習慣）に対する支援 

・相談支援体制の充実や効果的な情報発信 

３ 障がいのある子どもの健やかな発達を支援します 

・医療的ケア児の保護者に対する支援の充実 

・発達障がい児・医療的ケア児の受け入れ環境の整備 

・地域共生社会の実現に向けた理解の促進 

４ 男性も女性も仕事と生活が調和する社会の実現に 

向けた「働き方改革」を推進します 

・働きやすい環境づくり 
・ワーク・ライフ・バランスの実現 
・結婚の希望を叶える支援 

５ すべての子育て家庭を支援するための教育・保育 

サービスを充実します 

・需要に応じた保育サービス量の確保 
・保育サービスの質の向上 
・多様な保育ニーズにこたえる保育サービスの充実 

６ 安心して妊娠・出産できる支援体制を充実します 

・安心して妊娠・出産できる環境づくり 
・不妊に悩む夫婦に対する支援 

７ ひとり親家庭等の自立に向けた支援を充実します 

・ひとり親家庭等の就労支援 

・ひとり親家庭等の生活支援 

・家庭環境に依らない教育機会の提供（再掲） 

８ 家庭や地域における養育力の向上を支援します 

・子どもの権利を尊重する環境づくり 
・地域全体で子どもを見守る支援 
・親の意識を変える支援 

・健康（生活習慣）の対する支援（再掲） 

・家庭学習の支援 

１ たくましい子どもの育ちと若者の自立を支援します 

・家庭環境に依らない教育機会の提供 

・健全育成環境の充実 
・体験機会への支援 
・若者の更生に向けた支援の推進 
・引きこもりなどの困難を抱える若者の居場所づくり 
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７ 課題解決に向けた「プラン改定の視点」と「基本理念」 

  「継続的に取り組む課題」とともに，「新たな視点で対応を強化すべき課題」を踏まえた

新たなプランの「基本理念」を掲げ，「子育ち」・「子育て」の未来都市うつのみやを目指し

ます。 
 

 
 
 

 

すべての子どもが生まれ育った環境に左右されることなく， 

夢や希望をもって心身ともに健全に成長できるとともに， 

すべての子育て家庭が安心して子どもを生み育てることができる 

「子育ち」・「子育て」の未来都市うつのみやを目指します。 

基本理念 
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１ 「基本理念」と「目標指標」 

  課題解決に向けた「プラン改定の視点」（「継続的視点」と「新たな視点」）を踏まえて掲

げた，「基本理念」の達成状況をはかる指標を，プラン全体の「成果指標」として， 
「希望出生率」を設定し，計画期間において１．７２以上を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

第３章 基本理念と基本目標 

 
 
 
 

 

 

≪目標指標≫ 

・「希望出生率※」 

現状（Ｈ２７）：１．７２％ ⇒ 目標（Ｒ１１）：１．７２以上を目指す 

   

  ※若い世代における結婚，妊娠・出産，子育ての希望がかなうとした場合に想定される出生率 

すべての子どもが生まれ育った環境に左右されることなく， 

夢や希望をもって心身ともに健全に成長できるとともに， 

すべての子育て家庭が安心して子どもを生み育てることができる 

「子育ち」・「子育て」の未来都市うつのみやを目指します。 

基本理念 
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２ 「理想像」と「基本目標」 

  「基本理念」が実現された姿の「理想像」について，市民に分かりやすい視点として， 
「子ども・若者」，「子育て家庭」，「地域・企業」の視点で描き，この「理想像」を実現す

るための目標として「基本目標」を設定します。 
 

   
  
 

 

基本目標Ⅰ 

【子ども・若者】 

子どもや若者が 

心身ともに健全で 

夢や希望を持って 

成長できる社会の実現 

基本目標Ⅱ 

【子育て家庭】 

 結婚・妊娠・出産や 

子育ての希望が 

かなえられる社会の実現 

基本目標Ⅲ 

【地域・企業】 

 地域全体で 

すべての子どもや若者，子育

て家庭を支えあう社会の実現 

基本目標 

基本理念が実現された姿（理想像） 

 

 

 

 

 
 
 

 

【地域・企業】の視点 

・ 年齢や発達の程度に応じて，子どもの権利を尊重できる社会環境が整っています。 

・ 地域社会全体で，すべての子どもや子育て家庭が夢や希望を持って安心して暮らすことができるよう，

支えあっています。 

 
【子育て家庭（親・保護者）】の視点 

・ 結婚や家庭・子どもを持つことに 

夢や希望を描いています。   

・ 妊娠・出産の精神・身体・経済的負担などが 

軽減され，安心して子どもを産み育てています。

 

【子ども・若者】の視点 

・ 年齢や発達に応じて，ふさわしい環境で

養育されています。 

・ 自主的・主体的に活動し，心身ともに 

健やかに育っています。 

基本理念 

すべての子どもが生まれ育った環境に左右されることなく， 

夢や希望をもって心身ともに健全に成長できるとともに， 

すべての子育て家庭が安心して子どもを生み育てることができる 

「子育ち」・「子育て」の未来都市うつのみやを目指します。 
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３ 「基本目標」と「目標指標」 

  「基本目標」ごとの「目標指標」として，市民の客観的な指標となる「市民満足度」，「成

果指標」の双方に目標値を掲げ，市民にも分かりやすく進捗や達成状況を進行管理してい

きます。 
 

基本目標Ⅰ 

【対象：子ども・若者】 

子どもや若者が心身ともに健全で夢や希望を持って成長できる社会の実現 

 

≪目標指標≫ 

・ 「子ども・若者の健全育成環境の充実」に対する市民満足度 

H30 ⇒ R6 

33.3％ (+6.0 ﾎﾟｲﾝﾄ) 39.3％

・ 青少年総合相談の受付において，支援につなぎ，支援が開始されるなど， 

相談が完結した人数 

H30 ⇒ R6 

年間 39 人 (+18 人) 年間 57 人

 

 

基本目標Ⅱ 

【対象：子育て家庭】 

 結婚・妊娠・出産や子育ての希望がかなえられる社会の実現 

 

≪目標指標≫ 

・ 「子育て支援の充実」に対する市民満足度 

H30 ⇒ R6 

29.9％ (+4.8 ﾎﾟｲﾝﾄ) 34.7％

・ 3月 1日現在の待機児童数 

H30 ⇒ R6 

102 人 (各年 0 人) 0 人

 

 

基本目標Ⅲ 

【対象：地域・企業】 

 地域全体ですべての子どもや若者，子育て家庭を支えあう社会の実現 

 

≪目標指標≫ 

・ 「子どもを守り育てる支援の充実」に対する市民満足度 

H30 ⇒ R6 

26.1％ (+9.0 ﾎﾟｲﾝﾄ) 35.1％

・ ファミリーサポートセンター会員数 

H30 ⇒ R6 

2,716 人 (+384 件) 3,100 人
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第４章 基本施策の推進 

 
基本目標            基本施策   ／ 施策の方向 

基本目標Ⅰ 
子どもや若者が心身とも

に健全で夢や希望を持っ

て成長できる社会の実現 

２．たくましい子どもの育ちと若者の自立の支援 
(1)子どもの健全育成環境の充実 
(2)子どもの学びの支援や教育の機会均等などの推進 
(3)若者の社会的自立に向けた支援の充実 

１．子どもの心豊かで健やかな成長の支援 
(1)乳幼児期の成長や家庭の状況に応じた支援の充実 
(2)学童期や思春期における将来を見据えた健康づくりの支援 

 

３．個別配慮が必要な子どもの健やかな発達の支援 
(1)将来の自立に向けた適切かつ早期の支援の推進 
(2)身近な地域における支援の推進 
(3)成長段階に応じた一貫した切れ目ない支援の推進 
(4)社会全体の理解促進を図る支援の充実 

基本目標Ⅱ 
結婚・妊娠・出産や 

子育ての希望が 

かなえられる社会の実現

５．安心して妊娠・出産できる支援の充実 
(1)妊娠に関する正しい知識の普及啓発 
(2)子どもを持ちたいと願う不妊に悩む夫婦への支援 
(3)妊娠初期から産後までの健康管理や相談支援の推進 

７．ひとり親家庭等の自立に向けた支援の充実 
(1)生活基盤を安定させる就労支援の充実 
(2)安心して子育て・仕事ができる支援の充実 
(3)ひとり親家庭等の自立に向けた相談体制の充実 

６．すべての子育て家庭を支援するための教育・保育サービスの充実

(1)年間を通した待機児童ゼロの継続的な実現 

(2)教育・保育サービスの質の向上に対する取組の推進 

(3)子育て家庭の多様なニーズに応える教育・保育サービスの充実 

４．仕事と生活が調和した社会づくりの推進 
(1)企業等における働きやすい職場環境づくりの促進 
(2)働き方の見直しや男性の積極的な家庭参画の促進 
(3)結婚の希望をかなえる支援 

基本目標Ⅲ 
地域全体ですべての 

子どもや若者，子育て家庭

を支えあう社会の実現 

８．家庭や地域の養育力を向上するための支援の充実 
(1)地域ぐるみで子どもや子育て家庭を支える支援の充実 
(2)身近なところでの相談支援体制の充実及び情報の効果的な発信 
(3)家庭における養育力の向上 
(4)子どもの安全を守る取組の推進 

９．家庭に寄り添う支援による児童虐待の防止 
(1)児童虐待の発生予防 
(2)児童虐待の重篤化の抑制 
 

１０．子どもの権利を尊重する意識づくりの推進 
(1)子どもの権利を守る環境づくり 
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基本施策１ 
 

子どもの心豊かで健やかな成長の支援 
 

  乳幼児期の成長や家庭の状況に応じた支援の充実 
 

  学童期や思春期における将来を見据えた健康づくりの支援 

 

 ◆ 現状・課題 

   乳幼児期における健康診査や予防接種など本人への支援に加え，妊産婦に対する相談体

制の整備や子どもの医療費助成など保護者への支援の充実が必要です。 
   また，食習慣などの生活習慣の乱れは将来の健康問題を引き起こす傾向が強いことから，

子どもの健康に対する支援が必要です。 
 
 ◆ 取組の基本方向 

子どもの心豊かで健やかな成長を支援するため，乳幼児や家族の状況に応じた保健指導

や子育てに関する情報提供を行う『こんにちは赤ちゃん事業』や，養育支援が必要な家庭

に保健師などが訪問し，専門的相談支援や育児・家事援助などを行う『養育支援訪問事業』，

学校給食における食事マナーの指導や学校と家庭で取り組む「お弁当の日」などの「学校

における食育」及び子どもの頃から食習慣を身に付け生活習慣病予防などを行う「家庭・

地域における食育」による『食育の推進』などに，重点的に取り組んでいきます。 
 
 ◆ 基本施策目標 

   子どもの成長や家庭の状況に応じた，健康づくりなど様々な支援が充実し，すべての子

どもが心身ともに健やかに成長しています。 
 
＜目標指標＞ 

・ 「こんにちは赤ちゃん事業」の訪問面接率 

92.8%(H30) ⇒ 100%(R6) 

・ 幼児健康診査の受診率 

96.4%(H30) ⇒ 100%(R6) 

・ 毎日，朝ごはんを食べている児童生徒の割合 

小 6：94.7%，中 3：93.2%(H30) ⇒ 100%(R9) 

 
 

35



 
 

  乳幼児期の成長や家庭の状況に応じた支援の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 こんにちは赤ち

ゃん事業 

生後 4 か月までの全乳児とその家族を対象に，個々の状

況に合わせた保健指導や子育てに関する情報を提供する

「こんにちは赤ちゃん事業」を実施することにより，安

心して子育てできるよう支援します。 

子ども家庭課 

【重点】 乳幼児健康診査 乳幼児健康診査を実施し，病気の早期発見・早期治療を

促進するとともに，保護者に対して育児に関する助言･相

談を行い，子どもの健康づくりを支援します。 

子ども家庭課 

【新規】 未就園児全戸訪

問事業の検討 

保育所等に所属しておらず，行政の関わりの少ない子育

て家庭に対し，未就園児への適切な養育環境を整えるた

め，家庭訪問等により養育状況を確認し，必要な支援や

サービスの早期導入を行います。 

子ども家庭課 

【新規】 新生児聴覚検査 先天性の聴覚障害を早期に発見し，早期療育につなげる

ため，医療機関に委託し，聴覚検査を実施します。 

子ども家庭課 

 養育支援訪問事

業 

こんにちは赤ちゃん事業等から情報提供を受け，養育支

援が特に必要な家庭に保健師などが訪問し，専門的相談

支援，育児･家事援助を実施します。 

子ども家庭課 

 子どものむし歯

予防事業 

う歯が急増する幼児期に，２歳５か月児歯科健康診査や

フッ化物塗布などを実施，う歯および口腔内の疾患等の

早期発見並びに予防を図り，むし歯のない幼児の割合を

増やします。 

子ども家庭課 

 保育所等におけ

る食育の推進 

乳幼児期から正しい食事の取り方や望ましい食習慣を定

着させるため，認定こども園や保育所等において，栽培

や調理体験，食事などを通して，楽しく食べる子どもを

育み，健全な心と体を養い，人間性豊かに育つ環境づく

りに努めます。 

保育課 

 予防接種の実施 感染の恐れのある疾病の発生及びまん延を予防するた

め，予防接種法に基づき，定期の予防接種を実施します。

また，法に基づかない任意の予防接種につきましては，

ワクチンの安全性・有効性の検証等，国の動向などを踏

まえながら助成のあり方を検討します。 

保健所保健予防課 

 こども医療費助

成 

健康保険が適用になる治療を受けた際に生じる医療費

（自己負担分）を助成し，病気の早期発見・早期治療を

促し，子どもの健康増進や子育て家庭の経済的負担の軽

減を図ります。 

 

子ども家庭課 
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 小児救急医療体

制の確保 

小児の救急医療体制を確保するため，初期救急医療体制

として，市夜間休日救急診療所に設置した小児科を運営

するとともに，二次救急医療体制として，二次救急医療

を担う３つの救急告示医療機関に対する運営の支援等を

行います。 

保健所総務課 

 すこやか訪問事

業（乳幼児健診未

受診児訪問） 

母子の心身の状況や養育環境などの把握及び適切な養育

支援による児童虐待予防のため，個別家庭訪問により，

母子の心身の状況及び家庭状況等を把握し，必要な保健

指導を実施します。 

子ども家庭課 

 先天性股関節脱

臼検診 

先天性股関節脱臼の早期発見のため，医療機関に委託し，

股関節開排制限検査及び大腿骨骨頂の位置の検査を実施

します。 

子ども家庭課 

 幼児の肥満予防

のための食育の

推進 

学齢期以降の肥満及び将来の生活習慣病発症の予防のた

め，適切な食生活に関する講話を実施します。 

子ども家庭課 

【再掲】 妊産婦・乳幼児の

保護者等への訪

問指導 

妊産婦・乳幼児とその保護への保健指導や支援による疾

病予防や健康増進，育児不安の軽減のため，家庭訪問に

よる，個々の健康状態や生活状況に応じた保健指導や支

援を実施します。 

子ども家庭課 

【再掲】 母子保健に関す

る健康教育 

育児に関する正しい情報提供による育児不安の軽減及び

虐待の予防のため，子どもの発育発達・栄養・運動・子

育て支援に関する講話や体験学習，情報提供を実施しま

す。 

子ども家庭課 

【再掲】 妊産婦・乳幼児の

保護者等を対象

とした栄養相談 

栄養に関する指導・助言による疾病予防や望ましい食習

慣の改善のため，個別に，栄養に関する相談を実施しま

す。（栄養士による個別の栄養相談：予約制） 

子ども家庭課 

【再掲】 妊産婦・子どもの

健康・育児に関す

る一般健康相談 

妊娠･出産に関する様々な健康問題や悩みに対して，相談

者自らが問題解決のための行動がとれるよう，一般健康

相談を実施し，必要な知識の提供や助言を行います。 

子ども家庭課 

【再掲】 子育て世代包括

支援センター 

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズの把握

に努め，専門的な知見を生かした総合的相談支援の推進

のため，ワンストップ拠点により妊産婦等の状況を把握

し，適切な情報提供，訪問相談等を実施し，必要なサー

ビスを円滑に利用できるように支援します。 

子ども家庭課 
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  学童期や思春期における将来を見据えた健康づくりの支援 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 学校教育におけ

る食育の推進 

【食に関する指導の推進】 

・「食に関する指導年間指導計画」の作成・活用，学校栄

養士による授業の参画など，家庭科や保健体育科等，各

教科における指導はもとより，学校教育活動全体を通し

て，食育の充実を図ります。 

・食事マナーなど給食指導の実施，食文化の継承など，

学校給食を食育の生きた教材として活用し，食育の充実

を図ります。 

【家庭や地域等との連携による食育の推進】 

・学校と家庭が一体となって取り組む「お弁当の日」や，

専門の知識や技能をもつ人材を活用した食育講演会・出

前授業など，学校と家庭や地域等が連携した取組をする

ことにより，食育の充実を図ります。 

【食育のための体制・環境づくり】 

・食育を円滑に推進するために必要な体制や環境を整え

ます。 

学校健康課 

 体力向上に関す

る指導の充実 
本市立小中学校児童生徒の体力を向上させるために，「宇

都宮市学校健康教育推進計画（うつのみや元気っ子プロ

ジェクト）」を推進します。 

学校健康課 

 薬物乱用防止啓

発事業 
薬物乱用を未然に防止するため，関係機関と連携した啓

発活動や出張教室の実施などにより，正しい知識の普及

啓発を推進します。 

保健所総務課 

 喫煙防止普及啓

発事業 

未成年者が，喫煙が健康に及ぼす影響について正しい知

識を身に付けることができるよう，知識の普及啓発を図

ります。 

保健所健康増進課 

 アルコールに関

する健康教育 

未成年者の飲酒防止を目的に，小学校や中学校，地域の

イベントなどを通じてアルコールに関する正しい知識の

普及・啓発を行います。 

保健所保健予防課 

 若い世代におけ

る食育の推進 

高校・大学と連携し，食育出前講座や食育啓発イベント

を通して，望ましい食習慣を身に付けられるよう食育の

普及啓発を推進します。 

保健所健康増進課 

 性と健康に関す

る思春期の健康

教育 

思春期（学童期を含む。）の若者を対象とし，性と健康に

関する正しい知識や情報を提供することで，若者自身の

性と健康を守る自己決定能力を育てます。 

 

子ども家庭課 
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 性教育サポート

事業 

中学校に産婦人科医師を派遣し，専門的立場から性感染

症の現状や心身への影響等についての講演会等を実施

し，生命尊重の考え方に基づく性に関する指導の充実を

図ります。 

学校健康課 

 エイズ・性感染症

予防の普及啓発

及び検査相談事

業 

エイズ及び性感染症の予防について正しい知識の普及啓

発を図ります。 

また検査・相談機会の一層の充実を図り，感染の早期発

見・早期治療及び二次感染の防止を推進し，まん延を防

止します。 

保健所保健予防課 

 デートＤＶ防止

のための啓発 

若者のデートＤＶ防止のため，学校等との連携を強化し，

デートＤＶ防止啓発パンフレットを全中学校へ配布する

とともに，より多くの学校等で継続的に生徒にデートＤ

Ｖ防止出前講座などを実施するなど，啓発を行います。 

男女共同参画課 

 学校保健の推進 児童・生徒の健康の保持増進を図るための関係機関との

連携・協力体制の強化のため，医師会，歯科医師会，薬

剤師会との打合せを行います。 

学校健康課 

 歯の健康教室 子どもの歯・口腔の健康づくりに取り組める能力・態度

の育成のため，学校歯科医・歯科衛生士による歯のﾌﾞﾗｯｼ

ﾝｸﾞ指導を実施します。 

学校健康課 
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基本施策２ 
 

たくましい子どもの育ちと若者の自立の支援 
 

  子どもの健全育成環境の充実 
 

  子どもの学びの支援や教育の機会均等などの推進 
 

  若者の社会的自立に向けた支援の充実 

 

 ◆ 現状・課題 

   経済的な貧困の連鎖を未然に防止することや，子どもや若者が身近な地域で多世代との

交流や様々な体験ができるような居場所づくりや地域活動の支援の充実が必要です。 
   また，引きこもり等の若者については，相談窓口等への相談件数等を見ると多くが世間

から認知されていないことは明らかであるものの，その全体把握することは困難な状態で

あり，察知する方法等の工夫が必要です。 
 
 ◆ 取組の基本方向 

たくましい子どもの育ちと若者の自立を支援するため，地域と学校等が連携した放課後

の居場所づくりや勉強・交流活動など地域ぐるみの子育て環境づくりを行う『宮っこステ

ーション事業（放課後子ども教室）』，発達の段階に即したカリキュラム指導とともに中学

進学時のいじめ・不登校を解消する全小中学校における『小中一貫教育の推進』や，地域

の人材や団体等の協力による自然，文化，伝統などの教育資源を有効活用した『地域学校

園の推進』，引きこもりなど様々な問題を抱える青少年と家族に対し，専門知識・経験を

有する相談員が対応し，個々の状況に応じた適切な支援につなぐ『青少年の総合相談事業

（青少年自立支援センター「ふらっぷ」）』などに，重点的に取り組んでいきます。 
 
 ◆ 基本施策目標 

   子どもの健全育成環境や若者の自立支援が充実するとともに，教育の機会均等が図られ，

たくましい子どもや自立した若者が育まれています。 
 
＜目標指標＞ 

・「宮っ子ステーション事業」のうち，「放課後子ども教室事業」と「子どもの家・留守家庭

児童会事業」を一体的に実施している校区数 ※ 

52 校区(H30)（ ⇒65 校区(R5)） ⇒ 65 校区(R6) 

・ 放課後子ども教室の実施校数 

53 校区(H30)（ ⇒全小学校区(R5)） ⇒ 全小学校区(R6) 

※ すべての児童が放課後等を安全安心に過ごし，多様な体験・活動を行うことができ

るよう，放課後子ども教室事業と子どもの家等事業を学校の余裕教室等の一時借用な

ど学校敷地内で一体的に実施できる環境を整備するとともに，両事業を１つの運営組
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織が運営，実施するなど活動プログラムの企画段階からの両事業の連携を図れる体制

を整えます。 
また，障がいのある子どもや虐待など，特別な配慮が必要な児童へ適切に対応するた

め，子どもの健康状態，発達の状況，家庭の状況を十分に把握し，専門機関等と連携・

相談できる体制を整えます。 
・ 学校が小中一貫教育，地域学校園に取り組んでいると思う保護者の割合 

87.6%(H30) ⇒ 93.0%(R6) 

・ 新規に相談に繋がった引きこもりに関する相談人数 

25 人(H30) ⇒ 43 人(R6) 

・ 将来の進路や職業に希望を持って学習している中３生徒の割合 

83.1%(H30) ⇒ 87.3%(R6) 
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  子どもの健全育成環境の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 宮っ子ステーショ

ン事業（放課後子

ども教室事業） 

すべての児童の放課後の健やかな育成を図るため，地域，

学校等と連携して放課後における児童の安全安心な居場

所を設けるとともに，勉強やスポーツ，文化活動，交流

活動などの様々な活動を通して地域ぐるみでの子育てを

行い，子どもたちが地域社会の中で心豊かに育まれる環

境づくりを行います。 

生涯学習課 

【新規】 遊び・体験の場の

提供 

遊びや体験活動を通して，心豊かでたくましく生きるこ

とできる人づくりを目指すとともに，幼少期から社会性

を身につけた健全な子どもの育成を図ります。 

子ども未来課 

 中高生と乳幼児の

ふれあい交流事業 

多感期である中高生が，子育てサロンや保育所において，

乳幼児と直接ふれあう事業を通じ，関わり方を学び小さ

い子どもを慈しむ気持ちを育てます。 

保育課 

 青少年の居場所づ

くり事業 

家庭や学校ではない地域において，青少年が気軽に集ま

り，仲間同士が自由な交流を行なう場を提供するととも

に，青少年自らが企画・運営する活動を通して，地域の

大人と関わるなど異世代・異年齢の交流により，青少年

の社会性や自主性を養うほか，生活習慣付のための環境

づくりを行います。 

子ども未来課 

 宮っこの誓い活用

促進事業 

「宮っ子の誓いカード」の配付や「宮っ子の誓い大使」

の認定等の取組を推進し，子どもが自ら守ることができ

る行動規範「宮っ子の誓い」の活用促進を図ることで，

心豊かでたくましく生きる「宮っ子」を育みます。 

教育企画課 

 高校生の本や読書

に関する情報交

換・発信事業 

高校生への読書情報紙の発行，南図書館を中心とした高

校生への図書館事業の充実などを通し，読書離れが指摘

される高校生への読書支援を充実します。 

生涯学習課（図書館）

 青少年の自己形成

の支援 

社会体験活動や交流体験活動を通じて，思春期の青少年

が将来の自己のあり方に関する思考を深め，多様な感性

を生かした自主的な活動を実践できるよう支援します。 

子ども未来課 

 宇都宮ジュニア未

来議会の開催 

青少年の市民としての自覚やまちづくりへの関心の醸成

及び自主性・社会性の醸成のため，中高生による模擬議

会を開催します。 

子ども未来課 

 うつのみやこども

賞事業 

子どもの読書活動を啓発するため，日本人の作者による

新作児童文学を対象に，市内の小学５，６年生公募委員

が，その年一番友達に薦めたい本を選び，賞を授与する

事業を実施します。 

生涯学習課（図書館）
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  子どもの学びの支援や教育の機会均等などの推進 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 「小中一貫教育・

地域学校園」の推

進 

本市全ての児童生徒の学力向上と学校生活適応を図る

「小中一貫教育」を全小中学校で実施し，小中一貫教育

カリキュラムに基づく発達の段階に即した指導や，中学

校進学時のいじめ・不登校解消の取組を充実します。 

また，中学校を核に設置した「地域学校園」において，

地域の自然，文化，伝統などの高い価値をもつ教育資源

を有効に生かすとともに，地域人材，団体等の協力，参

画を得ながら，学校教育の支援の充実を図ることにより，

学校が地域と一体となって子どもを育む「地域とともに

ある学校づくり」を推進します。 

学校教育課 

【重点】 

【新規】 

子どもの体験・経

験機会充実のため

の支援の検討 

子どもの体験・経験機会の充実ための支援を検討します。 子ども未来課 

 幼保小連携による

交流事業 

幼児期は，人間形成の基礎が培われる重要な時期である

ことを踏まえ，幼・保・小の教職員間の共通理解のもと，

就学前教育・保育と小学校教育の円滑な接続を図り，子

どもの豊かな育ちを目指します。 

学校教育課 

 少人数指導・習熟

度別学習の推進 

習熟度別学習やティームティーチングなど少人数による

学習指導を行うことにより，児童生徒一人ひとりに応じ

たきめ細かな指導を充実させ，学力の向上を図ります。 

学校教育課 

 奨学金貸付事業 経済的な理由により高校，大学，大学院等に修学が困難

な者に対しての奨学金や高校，大学，大学院等に入学す

る者の保護者に対しての入学一時金について，無利子で

貸付を行い，教育の機会均等を図っていきます。 

教育企画課 

 就学援助事業 経済的理由で小中学校に通う子どもの学用品や学校給食

の支払が困難な世帯に対し，その一部を援助して，教育

の機会均等を図っていきます。 

 

学校管理課 

 生活困窮世帯等へ

の学習支援事業 

生活保護世帯を含む生活困窮世帯の中学生に対して，

個々の学力に応じた学習指導等を行い学習意欲や学力の

向上を図ることにより，中学生の高校等への進学を促進

する。また，高校進学後も安心して学習することができ

る環境をつくることにより，卒業後は自立した生活が送

れるよう，中退防止に向けた支援を行います。 

 

生活福祉第２課 
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 スクールソーシャ

ルワーカー活用事

業 

貧困など児童生徒の家庭環境を背景とした様々な問題に

対して，スクールソーシャルワーカーを活用し，学校と

福祉の関係機関等を繋ぐことにより，連携して問題の解

決に当たることができるよう，支援します。 

 

学校教育課 

【再掲】 母子父子寡婦福祉

資金貸付事業 

母子家庭の母や父子家庭の父，寡婦の技能習得資金や，

児童の修学に係る費用等を無利子または低利で貸付けを

行うことにより，ひとり親家庭等の経済的な自立や児童

の就学の機会の確保を図ります。 

 

子ども家庭課 

 
  若者の社会的自立に向けた支援の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 青少年の総合相談

事業 

専門の知識や経験を有する相談員が，ニート・ひきこも

りに関する問題や非行・不良行為等に関する問題に対し

て，社会的自立に向け青少年本人や保護者からの相談に

応じるとともに，関係機関などと連携しながら継続性の

ある支援を行います。 

 

子ども未来課 
（青少年自立支援セ

ンター） 

【重点】 

【新規】 

ひきこもりに悩む

本人・家族の居場

所づくり事業の検

討 

ひきこもりに悩む本人や家族の社会的孤立を防ぎ，福祉

や就労など必要な支援に繋がるよう，同様の境遇にある

他者とのふれあいや交流などを通じ，安心と共感を育む

居場所づくり事業を検討します。 

 

子ども未来課（青少

年自立支援センタ

ー） 

【重点】 キャリア教育の充

実 

児童生徒が，将来に対する夢や希望を持ち，自らの生き

方を考えながら，主体的に進路を選択できる力を身に付

けられるよう，望ましい勤労観や職業観を育成します。

そのため，中学 2 年生全員が行っている社会体験学習「宮

っ子チャレンジウィーク」を継続実施するとともに，全

小中学校での「宮・未来キャリア教育」の推進を通して，

キャリア教育の充実を図ります。 

 

学校教育課 

【新規】 将来の市内就職促

進事業 

大学などに進学する高校生を対象に，将来，市内企業へ

の就職を選択してもらえるよう，市内企業の存在や魅力，

大学での学び，仕事と学びのつながりについて理解促進

を図ることを目的とした事業を実施します。 

 

商工振興課 
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 職業体験キッザみ

や 

児童（小学４年生以上）が，実店舗における職業体験活

動を通して，商店街の方々や多くの市民とふれあい，社

会性の向上を目指すとともに，働くことの大切さや尊さ

などを実感することで将来の自己のあり方を見つめるき

っかけとなるよう体験活動の機会を提供します。 

子ども未来課 

 若者自立支援合同

相談会 

自立に困難を抱える青少年一人ひとりが，ニーズに合っ

た支援を受けられるよう，若年無業者への支援を行って

いる機関・団体を一堂に会し，それぞれの取組の紹介を

行うほか，個別の相談会を開催します。 

子ども未来課 
（青少年自立支援セ

ンター） 

 就職支援セミナー

の開催 

求職者を対象とした，就職活動に必要な知識とスキルを

習得するための講座を開催します。 

 

商工振興課 

 就職相談の開催 就職の悩みを聴くほか，求職者等が自らの適性や能力，

経験などに応じて職業生活を設計し，効果的に職業選択

や能力開発ができるよう，個別相談やアドバイスを行い

ます。 

商工振興課 

 就職困難者雇用奨

励制度の推進 

就職が困難な求職者（若年者，中高年齢者，障がい者，

母子家庭の母，父子家庭の父など）を雇用した中小企業

事業者に雇用奨励金を支給することにより，就職困難者

の雇用促進を図ります。 

商工振興課 

 母子・父子自立支

援員等による生

活・就業等相談 

ハローワーク等の関係機関と連携し，ひとり親家庭の就

労情報の提供や，仕事と子育ての両立を図るため，ひと

り親家庭が利用できるサービス全般の情報提供や案内な

ど，ひとり親家庭の個々の状況に応じた相談・支援を実

施します。 

子ども家庭課 

 高等学校卒業程度

認定試験合格支援

事業費補助金 

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親や子の高等

学校卒業程度認定試験の対象講座受講費用の一部を，受

講修了時給付金，合格時給付金として給付します。 

子ども家庭課 

 非行防止講演会の

開催 

青少年の非行を未然に防止するため，健全育成を阻害す

る恐れのある行為及び環境から青少年を守り，非行のな

い明るい社会を目指して広く市民に啓発するため，非行

防止講演会を開催します。 

子ども未来課 
（青少年自立支援セ

ンター） 

 子ども・若者支援

地域協議会の運営 

教育・福祉・保健・民間団体等で構成された団体との連

携により，自立に困難を抱える青少年に対し，総合的な

支援を効果的かつ円滑に実施するとともに，支援に関す

る調査や研修，広報啓発活動等を行います。 

子ども未来課 
（青少年自立支援セ

ンター） 
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基本施策３ 

 

個別配慮が必要な子どもの健やかな発達の支援 
 

 将来の自立に向けた適切かつ早期の支援の充実 
 

 身近な地域における支援の充実 

 

 成長段階に応じた一貫した切れ目ない支援の推進 
 

 社会全体の理解促進を図る支援の推進 

 

 ◆ 現状・課題 

発達支援児や医療的ケア児に対する支援の充実が図られている一方で，その保護者自身

に対する支援などが十分でないことから，保護者の育児の負担を軽減できる支援体制等の

充実が必要あるとともに，社会全体としての発達支援児や医療的ケア児への理解の促進や

受け入れ環境の整備が必要です。 
 
 ◆ 取組の基本方向 

   個別配慮が必要な子どもの健やかな発達を支援するため，遊びを通して個々の児童に応

じた早期の療育支援とともに保護者の不安軽減と受容を促す『早期療育支援事業（カンガ

ルー教室）』や，重度の障がいや医療的ケアなどの理由で外出が困難な児童の家庭を保育

士等が訪問し遊びを通して発達を促す『居宅訪問型発達支援』，医療・保健・福祉・教育

就労などの関係機関が連携し，障がいや発達の遅れを伴う児童のライフステージや個々の

特性に応じた一貫した支援を提供する『発達支援ネットワーク推進事業』などに，重点的

に取り組んでいきます。 
 
 ◆ 基本施策目標 

   子どもの将来の自立に向けた適切かつ早期の支援や，身近な地域における支援が充実す

るとともに，成長段階に応じ一貫して切れ目なく支援され，社会全体の理解促進が図られ，

個別配慮が必要な子どもが健やかに発達しています。 
 
＜目標指標＞ 

・ ここ・ほっと巡回相談事業における５歳児チェックリストの回答率 

97.5%(H30) ⇒ 100%(R6) 

・ 児童発達支援のサービス供給量 

2,909 人(H30) ⇒ 2,860 人(R2) 

・ 放課後等デイサービスのサービス供給量 

10,222 人(H30) ⇒ 14,130 人(R2) 
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   子どもの将来の自立に向けた適切かつ早期の支援の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 ここ・ほっと巡回

相談事業 

幼稚園・保育所等に在籍している発達の「気になる子」

に対し，個々の障がい特性に応じた保育・教育を行うた

め，心理相談員等の専門職が園を訪問し，担当職員や保

護者に対し，児の発達を促すための指導・助言を行いま

す。 

また，発達支援に係る職員の資質の向上を図るため，基

礎研修・専門研修・事例研修等を実施するなど職員の人

材育成に努めます。 

子ども発達センター

【新規】 自立支援医療（育

成医療）費支給 

身体に障がいのある児童や，放置すると将来障がいを残

すと認められる児童に対し，生活能力を得るために必要

な医療の給付を行います。 

子ども家庭課 

【新規】 養育医療給付 養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする

未熟児（１歳未満）に対し，必要な医療の給付を行いま

す。 

子ども家庭課 

【新規】 療育の給付事業 結核にり患している児童（１８歳未満）に対し，医療の

給付のほか教育面及び生活面について適切な措置を講ず

るため，必要な学習用品を支給し，かつ児童の療育生活

の指導を行い，必要に応じて日用品を支給します。 

子ども家庭課 

【新規】 小児慢性特定疾

病医療費助成事

業 

小児慢性特定疾病の治療研究を推進し医療の確立と普及

を図るとともに，患者家庭の医療費の負担軽減を図るた

め，医療費の助成を行います。 

 

子ども家庭課 

【新規】 小児慢性特定疾

病児童日常生活

用具給付事業 

在宅の小児慢性特定疾病児童に対し，日常生活の便宜を

図るため，日常生活用具を給付します。 

子ども家庭課 

 子ども発達相談

室事業 

発達の遅れに不安を抱いている保護者等の総合的な窓口

として，個々の特性に応じた適切な支援ができるよう，

関係機関等とのコーディネート等を行い，障がいの早期

発見・早期療育等につなげるとともに，保護者の不安の

軽減を図ります。 

 

子ども発達センター

 早期療育支援事

業（カンガルー教

室） 

障がいが疑われる児に対し，あそびを通して，個々の状

態に応じた早期の療育支援を行いながら，保護者の不安

の軽減と障がい受容を促します。 

 

子ども発達センター
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 地域における相

談支援体制の充

実 

障がい児者やその家族の相談等に対し，迅速かつ的確に

対応するため，身近な場所で，全ての障がいに対応した

相談ができるよう，基幹相談支援センターを中心に，地

域における相談体制の充実を図ります。 

障がい福祉課 

 重症心身障がい

児プール活動支

援事業 

重い運動障がいのある重症心身障がい児がプール活動を

通して，心身のリラクゼーション，呼吸・循環器能力を

高めるなど，生命の維持・向上を図るとともに，QOL（生

活の質）を高めます。 

子ども発達センター

 通園（かすが園・

若葉園）事業 

就学前の肢体不自由児・知的障がい児の健やかな発達を

促し，社会に適応できるよう，障がいの状況に応じて，

専門職による「チーム医療システム」を活用し，個別の

支援を充実させ，通園施設における療育機能の強化を図

ります。 

子ども発達センター

 専門療育事業 障がい児やその保護者に対し，理学療法士，作業療法士，

言語聴覚士等の専門職が助言・指導・機能訓練を行い，

症状の改善や日常生活動作を身につけ，自立できるよう

支援します。 

子ども発達センター

 特別支援教育事

業 

特別な教育的支援を要する児童生徒に対する指導の充実

のため，学校訪問相談やかがやきルームでの指導，特別

支援教育に係る教職員研修を実施します。 

教育センター 

 教育支援事業 障がいのある児童生徒の適正な就学先の決定のため，教

育センターにおける就学相談を実施します。 

教育センター 

 適応支援教室事

業 

不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立のため，適応支

援教室における一人一人の状態に応じた支援を実施しま

す。 

教育センター 

 
   身近な地域における支援の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 

【新規】 

居宅訪問型発達

支援 

重い障がいや医療的ケアがある，感染症にかかりやすい

などの理由で外出することが難しい児に対して、保育士

等が自宅を訪問し、様々なあそびをとおして発達を促す

取り組みを行います。 

 

子ども発達センター

【重点】 

【新規】 

通学・通所におけ

る移動支援の推

進 

ひとり親世帯等における介護者の負担軽減や就労支援を

目的に，単独での通学通所が困難な障がい者・児に対し

移動支援事業を提供します。 

 

障がい福祉課 
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【重点】 発 達 支 援 児 保

育・医療的ケア児

保育の推進（障が

い児保育の推進）

保護者の就労や疾病等により保育を必要とする心身に障

がいを有する児童を，保育所・認定こども園等において，

教育・保育を提供できる体制をつくります。 

保育課 

【新規】 小児慢性特定疾

病児童家族支援

事業 

慢性的な疾病を抱える児童及びその家族の負担軽減並び

に長期療養をしている児童の自立や成長を支援するた

め，地域の社会資源を活用し，利用者の環境等に応じた

支援を行います。 

子ども家庭課 

 保育所等訪問支

援 

幼稚園・保育所等に療育に係る専門職員が訪問し，障が

い児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な

支援（児への直接支援及び園への対応等助言）を推進し

ます。 

子ども発達センター

 家族支援事業 障がい児を抱える家族の，障がい受容に伴う様々な苦悩

や育児に対する不安など，精神的負担を軽減するため，

心理相談員によるカウンセリングやペアレントトレーニ

ング，また，きょうだい支援の啓発など家族支援を行い

ます。 

 

子ども発達センター

 日中一時支援事

業 

将来の自立を見据えた健全育成を図るため，障がい者・

児の日中の活動の場を提供するとともに，介護している

家族の一時的な休息の確保を図ります。 

 

障がい福祉課 

 
 
   成長段階に応じた一貫した切れ目ない支援の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 発達支援ネット

ワーク推進事業 

障がい児及び発達に遅れのある児のライフステージに応

じた一貫した支援を提供するため，医療・保健・福祉・

教育及び就労など，関係機関等と連携し，個々の特性に

応じた支援の充実・強化を図ります。 

 

子ども発達センター

教育センター 

 あすなろ青年教

室事業の推進 

市内の中学校特別支援学級等の卒業生を対象として，実

生活に必要な職業，家事，余暇の活用等に関する知識，

技術を習得する場を提供します。 

 

生涯学習課 
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  社会全体の理解促進を図る支援の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

 ここほっと交流

事業 

通園施設・保育所等におけるカリキュラムや日常的な療

育・保育の中での障がいのある児とない児の交流をとお

し，地域におけるノーマライゼーションを推進するため

実施します。 

子ども発達センター

 障がいへの理解

を 促 進 す る 普

及・啓発事業 

多くの市民が「障がい」に対する理解を深めるとともに，

障がい児・者が個性と人格を尊重され，社会的な障壁を

感じることなく暮らすことができるよう，障がい者週間

や発達障がい啓発週間に合わせた各種啓発事業等を実施

し，障がいに関する知識の普及・啓発の推進に努めます。 

さらに，やさしさや思いやりなどの気持ちをはぐくみ市

民の福祉意識の醸成を図るため，障がい者等のシンボル

マークの周知や小・中学・高校生を対象とした「やさし

さをはぐくむ福祉のまちづくりポスターコンクール」の

実施などの啓発活動に取り組み，「こころのユニバーサル

デザイン運動」を推進します。 

保健福祉総務課 

障がい福祉課 

子ども家庭課 

子ども発達センター
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基本施策４ 

 

仕事と生活が調和した社会づくりの推進 

 

  企業等における働きやすい職場環境づくりの促進 

 

  働き方の見直しや男性の積極的な家庭参画の促進 

 

  結婚の希望をかなえる支援の充実 

 

 ◆ 現状・課題 

   子育て家庭の仕事と家庭生活の両立に向け，企業や本人への意識啓発に取り組んでいる

ものの，育児休業制度の取得やプライベート時間の優先は未だ進んでおらず，より一層の

取組が必要です。 
   また，未婚化・晩婚化が進行しており，若者への家族観や結婚観の醸成など若者の結婚

の希望をかなえるための支援が必要です。 
 
 ◆ 取組の基本方向 

仕事と生活が調和する社会づくりを推進するため，女性活躍の取組促進やワーク・ライ

フ・バランスに有効なガイドブック・リーフレット配布により啓発を行う『事業者に対す

るワーク・ライフ・バランスや女性活躍推進の取組啓発事業』や，妊娠・出産・育児に関

する知識を父親や祖父母に啓発し母親の育児不安・負担を軽減する『家族の育児参観の推

進』，結婚観の意識醸成とともに結婚を希望する独身男女を対象とした自己啓発セミナ

ー・交流会等を行う『結婚活動支援事業』などに，重点的に取り組んでいきます。 

 
 ◆ 基本施策目標 

   企業等における働きやすい職場環境づくりや働き方の見直し，男性の積極的な家庭参画

が促進されるとともに，結婚の希望をかなえる支援が充実し，仕事と生活が調和した社会

となっています。 
 
＜目標指標＞ 

・ 女性活躍推進法に基づく一般事業行動計画を策定した企業数 

61 社(H30) ⇒ 125 社(R6) 

・ 結婚したいと思う人の割合（20代） 

64.5%(H30) ⇒ 83.0%(R6) 
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  企業等における働きやすい職場環境づくりの促進 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 事業者に対するワ

ーク・ライフ・バ

ランスや女性活躍

推進の取組啓発事

業 

市内事業所における，ワーク・ライフ・バランスの実現

や女性活躍に向けた取組を促進するため，ワーク・ライ

フ・バランスの取り組みに有効な，各種情報をまとめた

ガイドブックや，女性活躍推進法に基づく一般事業主行

動計画の策定を進めるリーフレットを作成・配布します。 

男女共同参画課 

 男女共同参画推進

事業者表彰（きら

り大賞）の実施 

男女がともに参画できる社会づくりを促進するため，性

別にかかわりなく個性と能力を発揮できる，働きやすい

職場づくりに積極的に取り組んでいる事業者を称え表彰

します。 

男女共同参画課 

 宇都宮市まちづく

り貢献企業認証制

度の推進 

「宇都宮まちづくり貢献企業認証制度」において，「人づ

くり」「まちづくり」「環境」などの企業の社会的責任（Ｃ

ＳＲ）活動に取り組む企業を認証し，教育や福祉，雇用・

労働環境などの様々な分野での活動を支援・推奨するこ

とにより，企業・市民・行政の協働のまちづくりを推進

します。 

商工振興課 

 事業者・勤労者向

けガイドブック活

用による労働環境

向上啓発事業 

働くための法律，制度，各種情報を掲載したガイドブッ

クを作成・配布し，仕事と家庭生活のバランスがとれた

働き方の実現を支援します。 

商工振興課 

 
  働き方の見直しや男性の積極的な家庭参画の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 ママパパ学級 夫婦で妊娠・出産等に関する知識や技術を学ぶことで，

妊娠中から親になることへの自覚を高め，夫婦で協力し

て子育てすることを支援します。 

子ども家庭課 

【新規】 家族の育児参加の

推進 

妊娠・出産・育児に関する知識を父親や祖父母に啓発す

ることで，母親の育児不安や育児負担の軽減，孤立感の

解消を図ります。 

子ども家庭課 

 ワーク・ライフ・

バランス啓発セミ

ナーの実施 

勤労者自身が働き方を見直し，ワーク・ライフ・バラン

スを推進するきっかけとなるよう，勤労者を対象とした

啓発セミナーを実施します。 

男女共同参画課 

 男性の家庭参画の

促進 

男性の家庭参画を促進するため，幼い子を持つ父親のみ

ならず，将来，父親となる男性も対象に加え，男性が育

児や家事に参画する必要性や楽しさを実感できる講座を

実施します。 

男女共同参画課 
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【再掲】 事業者・勤労者向

けガイドブック活

用による労働環境

向上啓発事業 

働くための法律，制度，各種情報を掲載したガイドブッ

クを作成・配布し，仕事と家庭生活のバランスがとれた

働き方の実現を支援します。 

商工振興課 

 
  結婚の希望をかなえる支援の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 家族観や結婚観を

醸成するための意

識啓発 

若者の結婚や子育ての希望がかなう社会の実現に向け，

結婚や子育てを具体的にイメージしていない若者に情報

発信し結婚や子育てについて考える機会を提供するな

ど，家族観や結婚観を醸成するための取組を実施します。 

子ども未来課 

【重点】 結婚活動支援事業 結婚観の意識の醸成や，結婚の希望を叶える支援のため，

結婚を希望する独身男女を対象とした，結婚活動支援に

つながる自己啓発セミナーや交流会を実施します。 

男女共同参画課 

 農コン事業 市内外の独身農業者や本市農業に興味のある独身男女を

対象に，農業体験や地場農産物の食事会などを実施する

ことにより，本市農業の魅力をＰＲするとともに，農業

者のパートナー確保を支援し，新規就農者の確保や農業

者の結婚による本市農業の経営基盤の安定化を図りま

す。 

農業企画課 

 とちぎ結婚支援セ

ンター運営支援 

結婚を希望する独身男女に出会いの場を提供するため，

マッチングシステムにより，総合的な結婚支援を実施す

る「とちぎ結婚支援センター」が，効率的かつ円滑に運

営できるよう支援します。 

男女共同参画課 

【再掲】 ふれあいのある家

庭づくり事業 

家庭は子どもにとって人格形成の基礎をつくり，人間力

を養うための重要な場であることから，家庭における親

と子のふれあいや絆づくりを推進する「ふれあいのある

家庭づくり」の大切さを広く啓発します。 

子ども未来課 

【再掲】 中高生と乳幼児の

ふれあい交流事業 

多感期である中高生が，子育てサロンや保育所において，

乳幼児と直接ふれあう事業を通じ，関わり方を学び小さ

い子どもを慈しむ気持ちを育てます。 

保育課 
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基本施策５ 

 

安心して妊娠・出産できる支援の充実 
 

  妊娠に関する正しい知識の普及啓発 
 

  子どもを持ちたいと願う夫婦への支援 
 

  妊娠初期から産後までの健康管理や相談支援の推進 

 

 ◆ 現状・課題 

晩婚化・晩産化が進行し，高齢出産等への懸念により出生数が減少していることから，

妊娠・出産に対する心理的・体力的負担を減らす必要があるとともに，安心して子どもを

産み育てるため，妊娠初期の健康管理から産後のケアまでのきめ細やかな健康支援の推進

や相談体制の充実が必要です。 
また，子どもを望み不妊に悩む夫婦に対して，希望が叶うよう，心理的・経済的な支援

が必要です。 
 
 ◆ 取組の基本方向 

子どもに恵まれず不妊治療を受けている夫婦に対する治療費の一部を助成し，経済的負

担の軽減を図る『不妊治療費助成』や，産後うつなどの疑いのある母親を早期に発見し，

宿泊・通所・訪問型による心身のケアとともに訪問員による見守り及び心理的ケアを行い，

母子の健康増進と児童虐待の未然防止に寄与する『産後ケア事業』，妊娠期から子育て期

にわたる様々なニーズ把握とともに専門的な知見による総合的相談支援をワンストップ

で行う『子育て世代包括支援センターの運営』などに，重点的に取り組んでいきます。 
 

 ◆ 基本施策目標 

    妊娠に関する正しい知識が普及し，子どもを持ちたいと願う夫婦への支援とともに，

妊娠初期から産後までの健康管理や相談支援が適切に行われ，安心して妊娠し出産でき

ています。 
 
＜目標指標＞ 

・ 産婦に占める妊婦健診受診者の割合 

90.0%(H30) ⇒ 100%(R6) 
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  妊娠に関する正しい知識の普及啓発 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

 妊産婦・子どもの

健康・育児に関す

る一般健康相談 

妊娠･出産に関する様々な健康問題や悩みに対して，相談

者自らが問題解決のための行動がとれるよう，一般健康

相談を実施し，必要な知識の提供や助言を行います。 

子ども家庭課 

【再掲】 性と健康に関する

思春期の健康教育 

思春期（学童期を含む。）の若者を対象とし，性と健康に

関する正しい知識や情報を提供することで，若者自身の

性と健康を守る自己決定能力を育てます。 

子ども家庭課 

【再掲】 性教育サポート事

業 

中学校に産婦人科医師を派遣し，専門的立場から性感染

症の現状や心身への影響等についての講演会等を実施

し，生命尊重の考え方に基づく性に関する指導の充実を

図ります。 

 

学校健康課 

 
 
  子どもを持ちたいと願う夫婦への支援 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 不妊治療費助成 子どもに恵まれず不妊治療を受けている夫婦に対し，特

定不妊治療（体外受精・顕微授精）及び人工授精にかか

る治療費の一部を助成し，経済的負担の軽減を図ります。 

 

子ども家庭課 

【再掲】 妊産婦・子どもの

健康・育児に関す

る一般健康相談 

妊娠･出産に関する様々な健康問題や悩みに対して，相談

者自らが問題解決のための行動がとれるよう，一般健康

相談を実施し，必要な知識の提供や助言を行います。 

 

子ども家庭課 

 
 
  妊娠初期から産後までの健康管理や相談支援の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 妊産婦健康診査 妊娠中の及び産後の異常の予防・早期発見・早期治療の

支援のため，母子健康手帳交付時に受診票（妊婦健診 14

回，産婦健診２回分）を交付，医療機関の健診（保険診

療外）時に１回目 2 万円，8 回目 1 万 1 千円，11 回目 9

千円，その他の回 5千円を上限に公費で負担します。 

 

子ども家庭課 
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【重点】 産後ケア等事業 産後うつなどの疑いのある母親を早期に発見し，休養や

母体ケアなどを行い母子の健康増進と児童虐待の事前防

止に寄与するため，産後ケアによる宿泊・通所・訪問型

による心身のケアや，育児サポート，休養の機会の提供

や産後サポートによる訪問員による見守り及び心理的ケ

アを実施します。 

子ども家庭課 

【新規】 子育て世代包括支

援センター 

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズの把握

に努め，専門的な知見を生かした総合的相談支援の推進

のため，ワンストップ拠点により妊産婦等の状況を把握

し，適切な情報提供，訪問相談等を実施し，必要なサー

ビスを円滑に利用できるように支援します。 

子ども家庭課 

【新規】 助産施設の入所 保健上必要であるにもかかわらず経済的な理由により入

院助産を受けることができない妊産婦に対し，助産施設

への入所や出産費用を公費で負担します。 

子ども家庭課 

 母子健康手帳の交

付と母子保健・子

育て情報の提供 

妊娠の届出をした妊婦に母子健康手帳を交付し，母と子

の健康管理と保持増進を図るとともに，「ママ・パパと赤

ちゃんのためのしおり」を配布し，本市における母子保

健･子育てサービスに関する事業の周知を図ります。 

子ども家庭課 

 妊産婦歯科健康診

査 

妊娠中や産後のむし歯などの口腔疾患の予防・早期発

見・早期治療を行うことで，母子の口腔内の健康の保持

増進を図ります。 

子ども家庭課 

 妊産婦医療費助成 病気の早期発見・早期治療を促し，妊産婦の健康増進を

図るため，健康保険が適用になる治療を受けた際に支払

った医療費（自己負担分）を助成します。 

子ども家庭課 

 母子保健に関する

健康教育 

育児に関する正しい情報提供による育児不安の軽減及び

虐待の予防のため，子どもの発育発達・栄養・運動・子

育て支援に関する講話や体験学習，情報提供を実施しま

す。 

 

子ども家庭課 

 妊産婦・乳幼児の

保護者等への訪問

指導 

妊産婦・乳幼児とその保護への保健指導や支援による疾

病予防や健康増進，育児不安の軽減のため，家庭訪問に

よる，個々の健康状態や生活状況に応じた保健指導や支

援を実施します。 

 

子ども家庭課 

【新規】 

【再掲】 

家族の育児参加の

促進 

妊娠・出産・育児に関する知識を父親や祖父母に啓発す

ることで，母親の育児不安や育児負担の軽減，孤立感の

解消を図ります。 

 

子ども家庭課 
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【再掲】 ママパパ学級 夫婦で妊娠・出産等に関する知識や技術を学ぶことで，

妊娠中から親になることへの自覚を高め，夫婦で協力し

て子育てすることを支援します。 

 

子ども家庭課 

【再掲】 妊産婦・子どもの

健康・育児に関す

る一般健康相談 

妊娠･出産に関する様々な健康問題や悩みに対して，相談

者自らが問題解決のための行動がとれるよう，一般健康

相談を実施し，必要な知識の提供や助言を行います。 

子ども家庭課 

【再掲】 こんにちは赤ちゃ

ん事業 

生後 4 か月までの全乳児とその家族を対象に，個々の状

況に合わせた保健指導や家族計画の指導を行うととも

に，子育てに関する情報を提供する「こんにちは赤ちゃ

ん事業」を実施することにより，安心して子育てできる

よう支援します。 

子ども家庭課 

【再掲】 養育支援訪問事業 こんにちは赤ちゃん事業等から情報提供を受け，養育支

援が特に必要な家庭に保健師などが訪問し，専門的相談

支援，育児･家事援助を実施します。 

子ども家庭課 
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基本施策６ 

 

すべての子育て家庭を支援するための教育・保育サービスの充実 

 

  年間を通した待機児童ゼロの継続的な実現 
 

  教育・保育サービスの質の向上に対する取組の推進 
 

  子育て家庭の多様なニーズに応える教育・保育サービスの充実 

 

 ◆ 現状・課題 

未就学児人口は，減少しているものの，女性就業率の上昇等に伴う保育ニーズの増加が

想定される中，年間を通した待機児童ゼロの継続的な実現に向け，保育サービスの量や質

の確保が必要です。 
また，休日保育や一時預かりなどの特別保育のニーズの高まりなど，保育ニーズの受け

皿となる供給体制の確保が必要です。 
 
 ◆ 取組の基本方向 

    すべての子育て家庭を支援できるよう，教育・保育を必要とするすべての子どもに適切

な教育・保育サービスを提供する『教育・保育施設等による供給体制の確保』や，保育需

要の増加や保育の質の向上に的確に対応し，保育士を安定的に確保する『保育士確保の推

進』，保育士等を対象に研修を通じて保育の専門性を高める『保育士等の資質・専門性向

上のための研修の充実』，平日の午前中に乳幼児と保護者を対象とした「子育て支援事業」

及び放課後の留守家庭児童の生活の場となる『宮っ子ステーション事業（子どもの家・留

守家庭児童会）』，保護者が仕事や病気により休日に家庭で保育が出来ない場合の『休日保

育の充実』などに，重点的に取り組んでいきます。 
 
 ◆ 基本施策目標 

   子育て家庭の多様なニーズに対する質の高い教育・保育サービスが継続的に提供され，

年間を通じて待機児童が解消されています。 
 
＜目標指標＞ 

・ 子どもの家・留守家庭児童会のクラス数 

151 クラス(H30) ⇒ 236 クラス(R6) 

年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

クラス数 151 158 182 213 221 234 236
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   年間を通した待機児童ゼロの継続的な実現 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 教育・保育施設等

による供給体制

の確保 

教育・保育を必要とするすべての子どもに適切な教育・

保育サービスを提供し，待機児童の解消を図るため，幼

稚園，保育所，認定こども園等による供給体制の確保を

図ります。 

保育課 

【重点】 保育士確保の推

進 

保育需要の増加や保育の質の向上に的確に対応し，待機

児童の解消を図るため，保育士を安定的に確保できるよ

う，保育士確保策を推進します。 

保育課 

 
   教育・保育サービスの質の向上に対する取組の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】

【新規】 

教育・保育施設等

への巡回指導支

援の推進 

保育の質の更なる向上を図り，より一層の安全・安心な

保育環境の確保に向けて，保育現場の保育士に対して，

保育の改善に向けて助言，保育士からの相談・困りごと

への対応など，施設の支援を行うとともに，事前通告な

く施設を訪問し，保育環境の状況の確認等を行うことで，

事故の発生を防止します。 

子ども未来課 

【新規】 障害児通所支援

事業者の指導監

督の実施 

障がい児が生活能力向上に向けた必要な訓練や支援を行

えるよう，適正な事業運営及び事業環境を確保するため，

指導監督に取り組みます。 

子ども未来課 

 社会福祉法人・児

童福祉施設等の

指導監査の実施 

市民が安心して保育施設に児童を預けられるような安全

な保育環境の確保に向け，社会福祉法人及び児童福祉施

設等（認可保育所，母子生活支援施設，幼保連携型認定

こども園，家庭的保育事業等）の指導監督に取り組みま

す。 

子ども未来課 

 認可外保育施設

の指導監督の実

施 

認可外保育施設の適正な保育内容及び保育環境を確保す

るため，指導監督に取り組みます。 

子ども未来課 

 教育・保育の質に

関する評価受審

等の促進 

内部評価を行い，常に教育・保育の内容や方法を見直す

とともに，第三者評価を受審することにより，教育・保

育の質の改善・向上が図られるよう努めます。 

保育課 

 保 育 士 等 の 資

質・専門性の向上

のための研修の

充実 

保育の質の向上を図るため，幼稚園，保育所，認定こど

も園，認可外保育施設等の保育士等を対象に研修を通じ

て保育の専門性を高めます。 

保育課 
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 児童福祉施設等

産休等代替職員

雇用費補助金 

児童福祉施設等における保育の質の維持・向上のため，

休暇代替職員(保育士)の雇用賃金を助成します。 

子ども家庭課 

 
   子育て家庭の多様なニーズに応える教育・保育サービスの充実 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 宮っ子ステーシ

ョン事業（子ども

の家・留守家庭児

童会事業） 

地域や学校と連携しながら，平日の午前中は乳幼児とそ

の保護者を対象とした子育て支援事業を行うとともに，

放課後は留守家庭児童の生活の場として，遊びやしつけ

を通した児童の健全育成を図ります。 

なお，保護者の就労形態の多様化等に伴う保育需要に対

応するため，地域の実情に応じて開所時間の延長を行い

ます。 

また，放課後児童クラブの役割を徹底し，子どもの自主

性，社会性等のより一層の向上を図るとともに，その育

成支援の内容について利用者や地域住民への周知を推進

するため，「放課後児童クラブ運営指針」に基づき，質の

向上と機能の充実を図ります。 

生涯学習課 

【重点】 

【新規】 

休日保育事業 仕事や病気のために休日，家庭で保育ができない場合に

保護者に代わり保育を行うことにより児童の福祉の増進

を図ります。 

保育課 

 一時預かり事業 家庭において，一時的に保育を受けることが困難となっ

た乳幼児の保育を行うことにより児童の福祉の増進を図

ります。 

保育課 

 延長保育事業 保護者の就労形態の多様化や通勤時間等に伴う保育需要

に対応するために,通常の利用時間以外の時間において

保育所等で保育を実施することで，児童の福祉の増進を

図ります。 

保育課 

 病児保育事業 病気及び病気の回復期にあたる集団保育の困難な児童を

病院及び保育所に併設した施設において一時的に保育を

行い保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに，

児童の健全な育成を図ります。 

保育課 

 子育て支援短期

入所事業（ショー

トステイ） 

保護者が，疾病，出産などの理由により，家庭における

児童の養育が一時的に困難になった場合，一月当たり概

ね７日を限度として，昼夜を通し児童を乳児院や児童養

護施設において養育を行い，児童の福祉を増進するとと

もに，家庭における子育てを支援します。 

子ども家庭課 
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 多子世帯支援事

業 

多子世帯の子育てに関する心理的・経済的負担の軽減の

ため，第３子以降の子どもが利用した一時預かり事業（保

育所・ゆうあいひろば）及びファミリーサポートセンタ

ー事業利用料を補助します。 

子ども未来課 

保育課 

【再掲】 発 達 支 援 児 保

育・医療的ケア児

保育の推進（障が

い児保育の推進）

保護者の就労や疾病等により保育を必要とする心身に障

がいを有する児童を，保育所や認定こども園等において，

教育・保育を提供できる体制をつくります。 

 

保育課 
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基本施策７ 

 

ひとり親家庭等の自立に向けた支援の充実 

 

  生活基盤を安定させる就労支援の充実 
 

  安心して子育て・仕事ができる支援の充実 
 

  ひとり親家庭の自立に向けた相談体制の充実 

 

 ◆ 現状・課題 

 ひとり親家庭の生活基盤の安定のための就労支援の充実や仕事と子育ての両立のため

の子育てや生活面での支援の充実が必要です。 

 また，経済的な貧困の連鎖を未然に防止するため，教育の機会均等などの推進が必要で

す。 

 

 ◆ 取組の基本方向 

   ひとり親家庭等の自立を図るため，公共職業安定所と連携した就業情報の提供及び企業

への就業あっせん等とともに，弁護士等による養育費確保のための相談対応などを行う

『母子家庭等就業・自立支援センター事業』や，就職や転職に有利な資格取得に要する講

座受講料への助成などの『自立支援給付金の支給』などに，重点的に取り組んでいきます。 

 

 ◆ 基本施策目標 

   自立に向けた相談体制や生活基盤を安定させる就労支援が充実し，ひとり親家庭が安心

して子育てと仕事を両立し自立できています。 

 

＜目標指標＞ 

・ ひとり親家庭に支給する児童扶養手当の一部支給家庭の割合 

39.4%(H30) ⇒ 45.4%(R6) 
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   生活基盤を安定させる就労支援の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 
【再掲】 

母 子 家 庭 等 就

業・自立支援セン

ター事業 

公共職業安定所と連携した就業情報の提供や企業への就

業のあっせん等，個々の生活実態や希望に応じた助言や

相談を行う。また，弁護士等の専門家による養育費の確

保のための相談や仕事と子育ての両立を図るための支援

制度の案内などを行います。 

子ども家庭課 

【重点】 自立支援給付金

の支給 
就職や転職に有利な資格の取得のための講座の受講料の

補助や給付金を支給し，就労によるひとり親家庭の自立

の促進を図ります。 

子ども家庭課 

 企業との連携に

よる就労支援事

業 

就労支援にノウハウや実績のある民間派遣会社と連携

し，就労相談や能力開発，マッチングなどの支援を継続

的・総合的に実施し，就労による自立支援を行います。 

子ども家庭課 

 ひとり親家庭支

援手当 
ひとり親家庭の経済的負担の軽減のため，ひとり親家庭

の自立に向けた就労支援としてひとり親家庭支援手当を

支給します。 

子ども家庭課 

 事業主に対する

啓発，雇用の促進

事業所や関係団体に対して，ひとり親を雇用した場合の

助成制度の周知を行い，雇用の促進を図ります。 

子ども家庭課 

 高等学校卒業程

度認定試験合格

支援事業費補助

金 

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親や子の高等

学校卒業程度認定試験の対象講座受講費用の一部を，受

講修了時給付金，合格時給付金として給付します。 

子ども家庭課 

【再掲】 就職困難者雇用

奨励制度の推進 

就職が困難な求職者（若年者，中高年齢者，障がい者，

母子家庭の母，父子家庭の父など）を雇用した中小企業

事業者に雇用奨励金を支給することにより，就職困難者

の雇用促進を図ります。 

商工振興課 

 
 
 

  安心して子育て・仕事ができる支援の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 ファミリーサポ

ートセンター事

業利用料補助事

業 

ひとり親家庭の子育てと仕事の両立を図るため，ファミ

リーサポートセンター事業利用料を補助します。 
子ども家庭課 
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【重点】 病児保育事業利

用者負担額補助

事業 

ひとり親家庭の子育てと仕事の両立を図るため，病児保

育事業利用者負担額の補助を実施します。 
子ども家庭課 

 ひとり親家庭等

日常生活支援事

業 

ひとり親家庭に対し，親の病気や冠婚葬祭，就職活動な

どの緊急時に，家庭生活支援員を派遣し家事や育児の支

援を行います。 

子ども家庭課 

 ひとり親家庭医

療費助成 

ひとり親家庭の経済的負担の軽減のため，医療費を助成

します。 

 

子ども家庭課 

 保育所等入所へ

の配慮 

ひとり親家庭等が保育所等の入所を希望した場合につい

ては，保護者が安心して就業できるよう，また，職業訓

練が円滑に行えるよう入所の利用調整に配慮していきま

す。 

保育課 

 母子生活支援施

設入所 

家庭において児童の養育や自立した生活が困難な母子家

庭に対応するため，母子家庭の母と子を入所させ個々に

応じた生活支援をすることにより，地域での早期自立が

図れるよう，在宅生活に向けた子育て，就業支援を実施

します。 

子ども家庭課 

 身元保証人確保

対策事業 

母子生活支援施設入所中または退所した子どもや女性の

自立支援を図る観点から，就職，住居を賃借する際の身

元保証人を確保し，社会的自立を促進します。 

 

子ども家庭課 

 市営住宅の優先

借置 

ひとり親家庭など，住宅確保に配慮を要する世帯につい

ては，あらかじめ割り当てた市営住宅で優先した抽選を

行います。 

 

住宅課 

 母子父子寡婦福

祉資金貸付 

母子家庭の母，父子家庭の父，寡婦の技能習得資金や児

童の修学資金等の無利子または低利での貸付けを行うこ

とにより，ひとり親家庭等の経済的な自立と児童の就学

の機会の確保を図ります。 

 

子ども家庭課 

 婚姻歴のないひ

とり親家庭に対

する子育てサー

ビス等の負担軽

減等 

婚姻歴のないひとり親家庭について，子育て環境の向上

に資するサービスに係る婚姻歴の有無による負担額等の

差を解消することにより，子どもの育ちを支援します。 

子ども家庭課 
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  ひとり親家庭の自立に向けた相談体制の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

 母子・父子自立支

援員等による生

活・就業等相談 

ハローワーク等の関係機関と連携し，ひとり親家庭の就

労情報の提供や，仕事と子育ての両立を図るため，ひと

り親家庭が利用できるサービス全般の情報提供や案内な

ど，ひとり親家庭の個々の状況に応じた相談・支援を実

施します。 

子ども家庭課 

 養育費確保のた

めの行政機関，関

係団体との連携

による相談，情報

提供 

母子・父子自立支援員，行政機関，母子寡婦福祉連合会

等が連携し，弁護士による無料法律相談や支援員による

養育費確保に向けた相談に取り組みます。 

子ども家庭課 

 ひとり親家庭等

への各種施策・制

度の情報提供 

ひとり親家庭等に対する専用のガイドブックの作成・配

布や広報紙，ホームページの活用により，各種施策・制

度について様々な場面での情報提供を推進します。 

子ども家庭課 

 母子寡婦福祉団

体の自立的運営

のための支援 

母子寡婦福祉連合会は，保育所事業を核として，自立的

経営を図っており，母子寡婦の就業促進や雇用の場の確

保のため，事業委託などにより側面から自立的経営を支

援します。 

子ども家庭課 
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基本施策８ 

 

家庭や地域の養育力を向上するための支援の充実 

 

  地域ぐるみで子どもや子育て家庭を支える支援の充実 
 
  身近な相談支援体制の充実及び効果的な情報発信 
 
  家庭における養育力の向上 
 
  子どもの安全を守る取組の推進 

 

 ◆ 現状・課題 

 子どもの普段の生活は，基本的には親や保護者の考えや行動により決まるものであり，

親や保護者の子育てに対する負担感を軽減し，子どもに関心を持ち，積極的に子育てに関

わりやすい環境を整え，親子の「関係性の貧困」を防止する必要があります。 

 また， 共働き世帯の増加等に伴い，保護者と子どもが触れ合う時間的余裕が減少傾向

にあることから，家庭だけではなく地域全体で子どもを見守るための支援が必要です。 

 

 ◆ 取組の基本方向 

 家庭や地域の養育力を向上するため，育児援助を行う者（協力会員）と援助を希望する

者（依頼会員）との相互援助活動を支援する『ファミリーサポートセンター事業』や，地

域拠点における子育て相談及び育児不安の解消を図る『子育てサロン（地域子育て支援拠

点）事業』，民生委員児童委員等が中心となり児童虐待の未然防止や円滑な虐待対応を図

る『各地区の児童虐待防止ネットワークによる見守り・啓発』，ネグレクトなど養育力が

十分でない家庭の児童の基本的な生活習慣を身に付けるための『要支援児童健全育成事

業』，保護者の気付きや親子双方の育ちを支援する講座及び「親学出前講座」などの『家

庭教育支援講座の充実』，保育所等の園外活動における危険個所の把握及びキッズゾーン

の設定など『園外活動時における交通安全対策』などに，重点的に取り組んでいきます。 

 

 ◆ 基本施策目標 

   身近な相談支援体制が充実するとともに，地域ぐるみで子どもや子育て家庭を支える仕

組みにより子どもの安全が守られるなど，家庭や地域の養育力が向上しています。 

 

＜目標指標＞ 

・ 子育てサロン登録者数 

7,053 人(H30) ⇒ 9,000 人(R4) 

・ ふれあいのある家庭づくり作品コンクール応募点数 

845 点(H30) ⇒ 1,200 点(R6) 
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  地域ぐるみで子どもや子育て家庭を支える支援の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 ファミリーサポー

トセンター事業 

育児の援助を行うことを希望する者（協力会員）と育児

の援助を受けることを希望する者（依頼会員）とが相互

に援助し合う活動を支援し，仕事その他の活動と育児を

両立させるための環境を整備し，一時的又は臨時的に子

どもを預けることができる柔軟性のある地域に根ざした

子育て支援を行います。 

子ども未来課 

【重点】 子育てサロン（地

域子育て支援拠点

事業） 

地域全体で子育てを支援する基盤を形成し，子育ての相

談指導・育児不安の解消など，地域における子育て家庭

に対する支援を推進します。 

また，子育てサロンを地域における子育て拠点として位

置づけ，きめ細かな子育てに関する相談・支援・情報提

供を行うとともに，潜在的な不安を抱える家庭を含め，

子育てに対する不安の軽減を図ります。 

保育課 

【重点】 

【新規】 

地域における親と

子どもの居場所づ

くり事業の検討 

地域における居場所において，支援を必要とする子ども

及びその親を把握し，子どもへの学習習慣，生活習慣の

習得に向けた支援や体験・経験の提供及び親支援を検討

します。 

 

子ども未来課 

【新規】 各地区の児童虐待

防止ネットワーク

による見守り・啓

発 

民生委員児童委員等が中心となり，地域において児童虐

待の未然防止を図るとともに，児童虐待が疑われる場合

に円滑に対応できるよう連絡体制を整備します。 

子ども家庭課 

【新規】 乳幼児やその保護

者に対する読書活

動支援の充実 

乳幼児とその保護者の読書習慣を育むため，図書館にお

いて本を通じてゆっくりと過ごせる時間「あかちゃんタ

イム」の実施や，親子で参加できる講座等を開催します。 

生涯学習課（図書館）

【新規】 要支援児童健全育

成事業 

要支援児童に対する基本的な生活習慣の習得のため，基

本的な生活習慣の習得に向けた支援等を行う運営団体に

対して事業費の一部を補助します。 

 

子ども家庭課 

 市民総ぐるみ環境

点検活動 

市内３９のまちづくり組織が主催し，青少年育成会や防

犯ネットワーク組織等が幹事団体となり，地域ぐるみで

「子どもの健全育成」や「地域の安全安心」のための環

境点検活動を実施することにより，非行の未然防止を図

るとともに，問題箇所を把握し改善を行います。 

 

生活安心課 
子ども未来課 
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 なかよしクラブ事

業 

地域の子育て支援のための相談，交流の場を提供してい

くとともに，心身に遅れのあると思われる児童とその保

護者に対し，該当児童が健やかに成長することができる

よう，適切な相談，指導助言を行い，児童の福祉の向上

を図ります。 

保育課 

 宮っこフェスタの

開催 

「次代を担う宮っ子たちが希望を持って健やかに育つこ

とができる社会」また「誰もが子どもを安心して生み育

てることのできる社会」の実現のために，家庭・地域・

企業・行政等のネットワークを構築し，宮っ子に同世代・

異世代との交流の場を提供します。 

子ども未来課 

 魅力ある学校づく

り地域協議会活動

の充実 

学校・家庭・地域・企業が一体となって学校教育の充実

と家庭や地域の教育力向上に積極的に取り組む「魅力あ

る学校づくり地域協議会」の活動を支援します。 

生涯学習課 

学校教育課 

 宇都宮まちづくり

貢献企業認定制度

の推進 

「宇都宮まちづくり貢献企業認証制度」において，「人づ

くり」「まちづくり」「環境」などの企業の社会的責任（Ｃ

ＳＲ）活動に取り組む企業を認証し，教育や福祉，雇用・

労働環境などの様々な分野での活動を支援・推奨するこ

とにより，企業・市民・行政の協働のまちづくりを推進

します。 

商工振興課 

 青少年巡回指導活

動 

青少年巡回指導員が，定期的に市内の繁華街・公園・駅・

デパート・カラオケスタジオ・ゲームセンター等を巡回

し，青少年に対し「愛の声かけ」などを行うことにより，

非行・問題行動の未然防止を図ります。 

子ども未来課（青少

年自立支援センタ

ー） 

 青少年育成団体へ

の支援 

市民総ぐるみで青少年の健全育成活動を推進するため，

地区育成会や青少年育成団体への支援の促進を図りま

す。 

子ども未来課 

 青少年育成のため

の指導者育成事業 

地域で青少年の育成を担う指導者の養成や資質の向上を

図るための研修会等を開催し，「子育ち」，「子育て」に関

する地域力の向上を図ります。 

子ども未来課・生涯

学習課 

 赤ちゃんの駅事業 公共施設や商業施設などの授乳やおむつ替えができるス

ペースを「赤ちゃんの駅」として認定し，子育て中の親

子の外出支援を図ります。 

子ども未来課 

 ようこそ宇都宮

へ！フレッシュマ

ン・若年夫婦・子

育て等家賃補助事

業 

本市の拠点区域を，若年夫婦世帯や子育て世帯などの多

様な世代が暮らし，魅力と活力の溢れる都市拠点とする

ため，拠点区域の民間賃貸住宅に新たに転入する世帯に

対し，家賃の一部を助成し，区域外から都心部への居住

促進を図ります。 

 

住宅課 
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 学校協力者「街の

先生」活動事業 

「街の先生」登録者の活用による地域の教育力を生かし

た教育活動の推進のため，学校協力者「街の先生」を活

用した教育活動を実施します。 

学校教育課 

 子育てランド事業 家庭や地域と連携した子育ての支援のため，未就園児を

対象とした子育て支援活動等を実施している私立幼稚園

に対し，事業費の一部を補助します。 

 

保育課 

 
  身近な相談支援体制の充実及び効果的な情報発信 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【新規】 アウトリーチサー

ビスの推進 

読書機会の少ない子ども等が利用しやすい場所に出向

き，資料の貸出，図書に関する情報提供，おはなし会等

を実施します。 

生涯学習課（図書館）

 子ども総合相談 妊産婦や子どもの健康，子育ての心配ごとや子どもに関

する諸手続きについての相談を窓口や電話で受け，利用

者の不安や疑問をスムーズに解消することにより，子育

て家庭の支援を行います。 

子ども家庭課 

 子育て情報提供事

業（宮っこ子育て

応援なび） 

安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを

推進するために，子育てに関する情報の一元化や子育て

世帯へのコミュニティの創出のための「子育て情報提供

事業」を実施します。 

子ども未来課 

 利用者支援事業

（宮っこ子育てコ

ンシェル） 

本市における多様な子育て支援サービスに関する情報を

一元的に把握する専門職員を配置し，保護者への情報提

供，利用援助等を行い，利用者の利便性の向上及びサー

ビス利用の円滑化を図ります。 

保育課 

 親学と子どもの情

報誌「こどもるっ

くる」の発行 

土日や長期休業中に，子どもが参加できる各種講座・イ

ベント，ボランティア活動等に関する情報を提供し，子

どもたちの体験活動を推進します。 

生涯学習課 

 教育相談事業 教育センターにおいて，不登校や学校生活への不適応，

就学などの相談を実施し，幼児児童生徒の健全な育成を

目指します。 

教育センター 

 妊産婦・乳幼児の

保護者等を対象と

した栄養相談 

栄養に関する指導・助言による疾病予防や望ましい食習

慣の改善のため，個別に，栄養に関する相談を実施しま

す。（栄養士による個別の栄養相談：予約制） 

子ども家庭課 

 スクールカウンセ

ラー派遣事業 

学校支援体制の確立と教師の指導力向上，児童生徒の健

全育成のため，スクールカウンセラーを派遣します。 

 

教育センター 
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【新規】 

【再掲】 

子育て世代包括支

援センター 

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズの把握

に努め，専門的な知見を生かした総合的相談支援の推進

のため，ワンストップ拠点により妊産婦等の状況を把握

し，適切な情報提供，訪問相談等を実施し，必要なサー

ビスを円滑に利用できるように支援します。 

 

子ども家庭課 

【新規】 

【再掲】 

子ども家庭総合支

援拠点（家庭児童

相談室） 

18 歳未満の児童に関する養育上の相談に応じ，家庭にお

ける人間関係の健全化及び児童養育の適正化等家庭児童

福祉の向上を図ります。 

子ども家庭課 

 
  家庭における養育力の向上 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 ふれあいのある家

庭づくり事業 

家庭は子どもにとって人格形成の基礎をつくり，人間力

を養うための重要な場であることから，家庭における親

と子のふれあいや絆づくりを推進する「ふれあいのある

家庭づくり」の大切さを広く啓発します。 

子ども未来課 

【新規】 はじめて絵本事業 子どもが継続的に本に親しむきっかけづくりのため，乳

幼児と保護者を対象として，生涯学習センター等でのお

はなし会と読み聞かせの講座を実施します。 

生涯学習課（図書館）

【新規】 ウチでもどこでも

読み聞かせ事業 

家庭での読書習慣を育むため，保護者のグループや育児

サークルを対象に，家庭での読み聞かせの方法や絵本の

紹介などの出前講座を実施します。 

生涯学習課（図書館）

 家庭教育支援講座

の充実 

人づくりにおいて重要な役割を担う家庭の教育力向上を

目指し，保護者の気づきを促す講座や親子双方の育ちを

支援するための講座の充実を図ります。 

また，親学出前講座において企業や市ＰＴＡ連合会，家

庭教育支援活動者との連携を推進し，プログラムの充実

を図ります。 

 

生涯学習課 

 家庭教育支援活動

者の育成 

子育てをする家庭の教育力向上を目指し，きめ細かな支

援を行うため，地域における家庭教育支援の活動者を育

成します。 

 

生涯学習課 

【新規】 

【再掲】 

家族の育児参加の

促進 

妊娠・出産・育児に関する知識を父親や祖父母に啓発す

ることで，母親の育児不安や育児負担の軽減，孤立感の

解消を図ります。 

 

子ども家庭課 
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【再掲】 家族観や結婚観を

醸成するための意

識啓発 

若者の結婚や子育ての希望がかなう社会の実現に向け，

結婚や子育てを具体的にイメージしていない若者に情報

発信し結婚や子育てについて考える機会を提供するな

ど，家族観や結婚観を醸成するための取組を実施します。 

 

子ども未来課 

【再掲】 男性の家庭参画の

促進 

男性の家庭参画を促進するため，幼い子を持つ父親のみ

ならず，将来，父親となる男性も対象に加え，男性が育

児や家事に参画する必要性や楽しさを実感できる講座を

実施します。 

 

男女共同参画課 

 

  子どもの安全を守る取組の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 園外活動時におけ

る交通安全対策 
保育所等で実施される園外活動時における交通安全の確

保のため，緊急安全点検において把握した危険箇所の対

策や，保育所等周辺におけるキッズゾーンの設定を含む

安全対策を実施します。 

保育課 

 子どもの一斉見守

り活動 

スクールガードや自主防犯活動団体等の地域の見守り活

動者同士の連携強化と児童生徒との信頼関係構築を図る

ため，各小学校単位に安全指導や一斉下校，顔合わせ等

を行う「子どもの見守り強化月間」（４～５月）を実施し

ます。 

学校健康課 
生活安心課 

 不審者や災害等に

関する安全教育の

充実 

各学校において不審者や災害等に備えた避難訓練を実施

します。 

学校健康課 

 交通事故防止に関

する取組の充実 

「市通学路交通安全プログラム」に基づき，通学路の合

同点検やスクールゾーンの設定などを通して，交通事故

防止のための取組を充実します。 

学校健康課 

 スクールガード体

制の充実 

児童の安全を確保するためにスクールガード体制を充実

します。 

学校健康課 

 犯罪発生情報の提

供と防犯対策の普

及 

市内の各警察署が配信している「ルリちゃん安全メール」

の普及促進に取り組むとともに，子どもが犯罪被害に遭

わないための防犯講習会を開催します。また，宇都宮防

犯協会と連携を図り，外出時における防犯ブザーの携行

を促進します。 

生活安心課 

 自主防犯活動の連

携・協力の促進 

地域防犯ネットワーク連絡会議を開催し，地域における

子どもの見守り等の防犯活動の強化を図ります。 

生活安心課 
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 防犯灯の設置支援 通学路などの夜間における明るさを確保するため，防犯

灯の設置や運用を支援します。 

生活安心課 

 交通指導員による

交通安全指導 

毎朝の通学路での立哨を通じ，登校時の児童の交通安全

を確保します。 

 

生活安心課 

 交通安全教室の開

催 

交通ルールの遵守と相手の立場を尊重する交通マナーが

実践されるよう，幼児，児童などを対象に交通安全教室

を開催し，子どもの交通安全を図ります。 

生活安心課 

 ネットいじめ等パ

トロール・相談事

業の推進 

ネット上の誹謗中傷やいじめ等から小中学生を守るた

め，「ネットいじめ等パトロール・相談事業」を実施しま

す。 

 

学校教育課 

 通学路の交通安全

対策 

児童生徒の登下校時における交通安全の確保及び交通安

全対策の推進のため，交通安全教室や交通安全作文の募

集，通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策を

実施します。 

学校健康課 
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基本施策９ 

 

家庭に寄り添う支援による児童虐待の防止 

 

  児童虐待の発生予防 
 

  児童虐待の重篤化の抑制 

 

 ◆ 現状・課題 

妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援等を通じて，妊娠や子育ての不安，孤立等に

対応し，児童虐待のリスクの早期発見や逓減が必要です。 

 

 ◆ 取組の基本方向 

   家庭に寄り添い児童虐待を防止するため，関係機関等との連携のもと，児童虐待防止の

啓発や個々の事例への適切な対応を図り，総合的に児童虐待の未然防止，早期発見・早期

対応を行う『要保護児童地域対策協議会（宇都宮市児童虐待等ネットワーク会議）』や，

児童に関する養育相談及び家庭内関係の健全化，虐待通告時における子どもの安全確認・

確保などを行う『子ども家庭総合支援拠点（家庭児童相談室）』の運営などに，重点的に

取り組んでいきます。 

 

 ◆ 基本施策目標 

   家庭に寄り添いながら児童虐待の発生予防や重篤化の抑制，事案発生時における迅速・

適切な対応が図られています。 

 

＜目標指標＞ 

・ 児童虐待による重度事案発生件数（市が支援しているもののうち，分離保護など児童相

談所による専門的な対応を要する事案） 

12 件(H30) ⇒ 0 件(R6) 
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  児童虐待の発生予防 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 

【新規】

【再掲】 

産後ケア等事業 産後うつなどの疑いのある母親を早期に発見し，休養や

母体ケアなどを行い母子の健康増進と児童虐待の事前防

止に寄与するため，産後ケアによる宿泊・通所・訪問型

による心身のケアや，育児サポート，休養の機会の提供

や産後サポートによる訪問員による見守り及び心理的ケ

アを実施します。 

 

子ども家庭課 

【新規】 

【再掲】 

未就園児への全戸

訪問事業の検討 

保育所等に所属しておらず，行政の関わりの少ない子育

て家庭に対し，未就園児への適切な養育環境を整えるた

め，家庭訪問等により養育状況を確認し，必要な支援や

サービスの早期導入を行います。 

子ども家庭課 

【新規】 

【再掲】 

子育て世代包括支

援センター 

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズの把握

に努め，専門的な知見を生かした総合的相談支援の推進

のため，ワンストップ拠点により妊産婦等の状況を把握

し，適切な情報提供，訪問相談等を実施し，必要なサー

ビスを円滑に利用できるように支援します。 

子ども家庭課 

【新規】 

【再掲】 

妊産婦健康診査 妊娠中の及び産後の異常の予防・早期発見・早期治療の

支援のため，母子健康手帳交付時に受診票（妊婦健診 14

回，産婦健診２回分）を交付，医療機関の健診（保険診

療外）時に１回目 2 万円，8 回目 1 万 1 千円，11 回目 9

千円，その他の回 5千円を上限に公費負担します。 

子ども家庭課 

【再掲】 乳幼児健康診査 乳幼児健康診査を実施し，病気の早期発見・早期治療を

促進するとともに，保護者に対して育児に関する助言･相

談を行い，子どもの健康づくりを支援します。 

子ども家庭課 

【再掲】 妊産婦・乳幼児の

保護者等への訪問

指導 

妊産婦・乳幼児とその保護への保健指導や支援による疾

病予防や健康増進，育児不安の軽減のため，家庭訪問に

よる，個々の健康状態や生活状況に応じた保健指導や支

援を実施します。 

子ども家庭課 

【再掲】 妊産婦・子どもの

健康・育児に関す

る一般健康相談 

妊娠･出産に関する様々な健康問題や悩みに対して，相談

者自らが問題解決のための行動がとれるよう，一般健康

相談を実施し，必要な知識の提供や助言を行います。 

子ども家庭課 

【再掲】 こんにちは赤ちゃ

ん事業 

生後 4 か月までの全乳児とその家族を対象に，個々の状

況に合わせた保健指導や子育てに関する情報を提供する

「こんにちは赤ちゃん事業」を実施することにより，安

心して子育てできるよう支援します。 

子ども家庭課 
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【再掲】 すこやか訪問事業

（乳幼児健診未受

診児訪問） 

母子の心身の状況や養育環境などの把握及び適切な養育

支援による児童虐待予防のため，個別家庭訪問により，

母子の心身の状況及び家庭状況等を把握し，必要な保健

指導を実施します。 

子ども家庭課 

【再掲】 各地区の児童虐待

防止ネットワーク

による見守り・啓

発 

民生委員児童委員等が中心となり，地域において児童虐

待の未然防止を図るとともに，児童虐待が疑われる場合

に円滑に対応できるよう連絡体制を整備します。 

子ども家庭課 

【再掲】 養育支援訪問事業 こんにちは赤ちゃん事業等から情報提供を受け，養育支

援が特に必要な家庭に保健師などが訪問し，専門的相談

支援，育児･家事援助を実施します。 

子ども家庭課 

【再掲】 子育て支援短期入

所事業（ショート

ステイ） 

保護者が，疾病，出産などの理由により，家庭における

児童の養育が一時的に困難になった場合，概ね７日を限

度として，昼夜を通し児童を乳児院や児童養護施設にお

いて養育を行い，児童の福祉を増進するとともに，家庭

における子育てを支援します。 

子ども家庭課 

 
  児童虐待の重篤化の抑制 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 

【新規】 

【再掲】 

子ども家庭総合支

援拠点（家庭児童

相談室） 

18 歳未満の児童に関する養育上の相談に応じ，家庭にお

ける人間関係の健全化及び児童養育の適正化等家庭児童

福祉の向上を図ります。 

子ども家庭課 

【重点】 

【再掲】 
要保護児童地域対

策協議会（宇都宮

市児童虐待防止等

ネットワーク会

議） 

関係機関等との連携のもと，児童虐待防止の啓発の推進

や個々の事例への適切な対応を図り，総合的に児童虐待

の未然防止，早期発見・早期対応を行います。 

子ども家庭課 

【再掲】 要支援児童健全育

成事業 
要支援児童に対する基本的な生活習慣の習得のため，基

本的な生活習慣の習得に向けた支援等を行う運営団体に

対して事業費の一部を補助します。 

子ども家庭課 
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基本施策１０ 

 

子どもの権利を尊重する意識づくりの推進 

 

   子どもの権利についての意識醸成 

 

 ◆ 現状・課題 

 子どもの権利を尊重する環境づくりが必要です。 

 

 ◆ 取組の基本方向 

 子どもの権利を守るため，すべての市民を対象とした『子どもの権利についての普及・

啓発』や，小中学校におけるいじめ対策の充実及び学校・家庭・地域が一体となった取組

による『いじめゼロ運動の推進』，小中学校における「人権講話」などの『人権擁護委員

による小中学生への人権啓発活動』などに，重点的に取り組んでいきます。  

 

 ◆ 基本施策目標 

   全ての市民が子どもの人権を理解し，子どもの人権が守られています。 

 

＜目標指標＞ 

・ 友達の人権や気持ちを考えて行動している児童生徒の割合 

94.1%(H30) ⇒ 95.3%(R6) 

・ 学習や運動，文化・芸術活動などで自分が立てた目標を達成できるよう家の人が応援し

てくれる子どもの割合 

89.5%(H30) ⇒ 92.5%(R6) 
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  子どもの権利を守る環境づくり 

事業 

番号 
事業名 事業の概要 担当課 

【重点】 子どもの権利につ

いての普及・啓発 

子どもの人権が尊重される社会を目指し，子どもから大

人まですべての市民を対象として，子どもの人権尊重に

関する各種啓発事業を実施し，子どもの権利について普

及・啓発に努めます。 

子ども未来課 

【重点】 

【新規】 

人権擁護委員によ

る小中学生への人

権啓発活動 

一人ひとりの人権意識を高め，人権への理解を深めても

らうため，花の栽培を通じて人権思想に対する理解を得

ることを目的とした，小学校での「人権の花運動」や，

人権思想の基本的な考え方を理解してもらうよう，小中

学校を対象とした「人権講話」を実施し，啓発活動を行

います。 

男女共同参画課 

【重点】 いじめゼロ運動の

推進 

小中学校におけるいじめ対策の充実を図るとともに，学

校・家庭・地域が一体となった取組を推進し，いじめの

根絶を目指します。 

学校教育課 

【再掲】 ネットいじめ等パ

トロール・相談事

業の推進 

ネット上の誹謗中傷やいじめ等から小中学生を守るた

め，「ネットいじめ等パトロール・相談事業」を実施しま

す。 

学校教育課 

【再掲】 スクールソーシャ

ルワーカー活用事

業 

貧困など児童生徒の家庭環境を背景とした様々な問題に

対して，スクールソーシャルワーカーを活用し，学校と

福祉の関係機関等を繋ぐことにより，連携して問題の解

決に当たることができるよう，支援します。 

学校教育課 

【再掲】 障がいへの理解を

促進する普及・啓

発事業 

多くの市民が「障がい」に対する理解を深めるとともに

障がい児・者が個性と人格を尊重され，社会的な障壁を

感じることなく暮らすことができるよう，障がい者週間

や発達障がい啓発週間に合わせた各種啓発事業等を実施

し，障がいに関する知識の普及・啓発の推進に努めます。 

さらに，やさしさや思いやりなどの気持ちをはぐくみ市

民の福祉意識の醸成を図るため，障がい者等のシンボル

マークの周知や小・中・高校生を対象とした「やさしさ

をはぐくむ福祉のまちづくりポスターコンクール」の実

施などの啓発活動に取り組み，「こころのユニバーサルデ

ザイン運動」を推進します。 

保健福祉総務課 
障がい福祉課 
子ども発達センター
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≪子どもの貧困対策の推進≫ 

 

１ 「子どもの貧困対策」に係る背景 

 (1)全国的な（国の）動向 

２０１６年（平成２８年）に厚生労働省が実施した「国民生活基礎調査」結果によりま

すと，２０１５年（平成２７年）時点で，子どもの相対的貧困率は１３．９％であり，７人に１

人の子どもが，貧困状態にある家庭で生活している状況にあります。 

こうした，貧困状態にあり，社会的に孤立しがちな家庭に暮らす子ども・若者は，経

済的な困窮だけでなく，いじめ，不登校，ひきこもり，児童虐待など複合的な問題を抱

えやすいと言われており，国においては，「子ども・若者育成支援推進法※」や「子ども

の貧困対策の推進に関する法律※」を整備し，各種施策・事業を展開しているところ

です。 

 

(2)本市の取組 

本市におきましては，子どもと子育て家庭を支援するための総合的な計画である本

プランの前身「第１次宮っこ 子育て・子育ち応援プラン（後期計画）」（２０１５年（平成

２７年）３月策定）において，喫緊に対応が必要な特定課題として「子どもの貧困対策

の推進」をリーディングプロジェクトに位置付け，優先的な施策・事業として取り組んで

きており，さらに，子育て家庭の経済状況や親の子どもとの関わり方や，子どもの生活

状況などを把握するため，２０１８年（平成３０年）に「子どもと子育て家庭等に関する生

活実態調査」を実施しました。 

また，２０１９年７月には，本市が「ＳＤＧｓ未来都市」に選定され，概ね１０年後の２０３

０年のあるべき姿の実現に向け，「宇都宮市 ＳＤＧｓ未来都市計画※」を策定し，「貧

困をなくそう」を含む１７の目標達成に向け，取り組んでいます。 

 

(3)「子どもの貧困対策プロジェクト」の設定 

（通称『うつのみや子どもミルフィーユ（みる・feel you）プロジェクト』） 

「子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」（令和元年６月）

においては，子どもの「将来」だけでなく「現在」の生活など，子どもの貧困対策を総合

的に推進するよう市町村計画策定の努力義務が明記されたところです。 

このため，市民や地域との連携強化を図りながら，効果的・効率的に貧困対策を推

進するため，現行プランで推進してきた継続的な「経済的な貧困対策」とともに，将来

的な貧困連鎖の予防策として「関係性の貧困」の解消など，「子どもの貧困対策」を分

かりやすく体系的に整理し「子どもの貧困対策プロジェクト」として位置付けました。 
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通称『うつのみや子どもミルフィーユ（みる・feel you）プロジェクト』の由来 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

２ 「子どもと子育て家庭等に関する生活実態調査」結果 

  アンケート結果概要 

ア 生活困窮者の把握 

相対的貧困にある家庭で育つ子どもの割合（子どもの貧困率）は，１１．９％ 

     

※ 国が調査した子どもの貧困率は，１３．９％（本市より 2 ポイント高い） 
（出典：国民生活基礎調査（H27）） 

 

イ 「経済的貧困」にある子どもの状態 

    ・ 学習習慣が身に付いていない子どもの割合 

  

⇒ 「経済的貧困」にある家庭の子どもは，学習習慣が身に付いてない傾向 
   

    ・ 歯磨きの習慣が身に付いていない子どもの割合 

 

    ・ 朝食を食べる習慣が身に付いていない子どもの割合 

 

⇒ 「経済的貧困」にある家庭の子どもは，生活習慣が乱れている傾向 
 

    ・ 悩みごとを相談できる人がいない子どもの割合 

 

⇒ 「経済的貧困」にある家庭の子どもは，人とのつながりに恵まれていない傾向 

     「経済的貧困」にある家庭の子どもは，「関係性の貧困」になりやすい。 

     家庭の経済状況に関わらず，「関係性の貧困」にある子どもは存在する。 

 

 

 

フランス語で mille は「千」，feuille は「葉」を意味し，一般的にmille-feuilleは「千枚の

葉」とされ，「ミルフィーユ」という菓子は，四角く広げた小麦粉生地を平らに何回も折りた

たみ，多くの層をなしているという状態を「千」で表現し，また層になった生地の焼き上り

を「葉」として表現されたものと考えられています。 

子どもの成長や発達は，ライフステージごとに様々な体験や学びを積み重ね，いくつ

もの「獲得すべき力」を蓄積していくこととなりますが，中でも特に，貧困状態にある子ど

もや子育て家庭（you）の気持ちや心身の状態，親子関係や地域とのつながりなどの置

かれた状況について，家庭や学校，地域，行政など様々な主体が各々の役割を発揮

し，「見る」「感じ取る（feel）」伴走型で重層的な見守りや支援を行うことで，子どもが「前

向きな力」や「生きる力」など身に付けるべき力を蓄積し，健全に成長していくためのプロ

ジェクトとして表現したものです。 

貧困の
35.1％ 

非貧困の 
18.1％ 

貧困の
27.5％

非貧困の 
11.5％ 

貧困の
20.4％

非貧困の 
9.6％ 

貧困の
23.5％

非貧困の 
10.4％ 

88.1％ 11.9％
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  ウ 「関係性の貧困」にある子どもの状態 

    ・ 駄目な人間だと思うことがある割合 

 

    ・ 自分の希望はいつか叶うと思う割合 

 

⇒ 「関係性の貧困」にある子どもは，後ろ向きである傾向（前向きでない傾向） 

     家庭の経済状況に関わらず，「関係性の貧困」にある子どもは，後ろ向きな思

考になりやすい。 

 

   エ 「前向きな思考」の子どもの特徴 

    ・ 学習習慣が身に付いている子どもの割合 

 

⇒ 前向きな思考を持つ子どもは，学習習慣が身に付いている傾向 

    ・ 季節やサイズの合った服や靴を持っている子どもの割合 

 

    ・ やりたい習い事やスポーツなどがやれている子どもの割合 

 

⇒ 前向きな思考を持つ子どもは，物や経験のほか，人とのつながりに恵まれてい

る傾向 

    ・ バランスの取れた食事をしている子どもの割合 

 

⇒ 前向きな思考を持つ子どもは，食習慣を含む生活習慣が整っている傾向 

  自分に前向きな気持ちを持ち，将来に夢や希望を抱けるよう（「自己肯定感」を

高められるよう）次の５つの「対応すべき課題」の解決に取り組んでいく必要があ

る。 

 子どもが学習習慣を付け，学校の成績が高められるよう「家庭学習の支援」が必         

要 

 子どもが経験・体験や人とのつながり，やりたいことができるよう「機会を提供する支

援」が必要 

 子どもの食習慣などの生活習慣を整え，健康問題を引き起こさないよう，「健康（生

活習慣）に対する支援」が必要 

 子どもの普段の生活は，基本的には親の考えや行動により決まるものであることか

ら，「関係性の貧困」を防ぐためには，親が子どもに関心を持ち，愛情を与えられるよう

「親への支援」が必要 

 家庭の養育力の低下などから，親だけが子どもを守り育てるのだけでなく，子どもが

過ごす学校や地域など「地域全体で見守る」ことが必要 

 

 

関係性の貧困 非貧困

63.8％ 52.0％

関係性の貧困 非貧困

66.5％ 79.8％

前向きな子ども 後ろ向き前向きな子どもの
84.4％ 

後ろ向きな子どもの
70.1％ 

前向きな子ども 後ろ向き前向きな子どもの
63.5％ 

後ろ向きな子どもの
47.1％ 

前向きな子ども 後ろ向き前向きな子どもの
79.2％ 

後ろ向きな子どもの
64.4％ 

前向きな子ども 後ろ向き前向きな子どもの
87.0％ 

後ろ向きな子どもの
82.8％ 
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  意見交換の結果概要 

 家庭学習の支援に関する意見 

・ 小学生のより早い時期に学習習慣を付ける取組をした方が良い。 

・ 小学校低学年からの習慣付けを行い，小学校高学年で躓くことがないよう支援す

べきである。 

 機会を提供する支援に関する意見 

・ 夢や希望を与えることで困難な状況を脱出することができる。 

・ 体験・経験や人とのつながりが少ない子どもの将来が心配である。 

 健康（生活習慣）に対する支援に関する意見 

・ 栄養が不足し，健康面で不安な子どもがいる。 

・ 菓子パンやカップ麺などの食事に偏っている子どもがいる。 

 親への支援に関する意見 

・ 親が子どもに「安心」，「信頼」，「信用」を与えることで親子関係が良く，子育ちに問

題が無い。 

・ 親が学習への関心が低く，子どもに学習させない事例や親が子どもの食生活に無

関心で，子どもが欠食している事例がある。 

 地域全体で見守ることに関する意見 

・ 民生委員や放課後子ども教室のコーディネーター，子どもの家の指導員などが学

校に密接に関わるなど，地域全体で子どもを見守ることが重要である。 

・ 学校生活の中で見えてくる場合が多いため，学校や行政，地域が連携できると良

い。 

●経済的支援に関する意見 

・ さまざまな給付事業や親の就労支援事業は引き続き必要な支援である。 

 

 ※ 調査手法や調査結果の詳細は，資料編参照 
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３ 施策体系 

  将来，経済的に困窮する家庭を最小化できるよう，現在の子どもや子育て家庭に対

する貧困対策を効果的・効率的かつ総合的に講じるため，これまでの「経済的支援」の

継続とともに５つの「対応すべき課題」を整理し，次の６つの支援を施策の柱とし，子ども

や子育て家庭に対する支援の充実・強化を計画的に推進します。 

 

Ⅰ 経済的支援 

Ⅱ 学びの支援 

Ⅲ 健康を支える生活習慣の支援 

Ⅳ 体験・経験の機会を得られる支援 

Ⅴ 親を支える支援 

Ⅵ 地域で支える支援 

 

４ 本市施策体系と国の大綱における重点施策との関係 

国の大綱における

重点施策

本市 

施策体系 

１ 

教
育
の
支
援 

２ 

生
活
の
安
定
に
資
す
る
た
め
の 

支
援 

３ 

保
護
者
に
対
す
る
職
業
生
活
の 

安
定
と
向
上
に
資
す
る
た
め
の 

就
労
の
支
援 

４ 

経
済
的
支
援 

Ⅰ 経済的支援 ○ ○ ○ ○ 

Ⅱ 学びの支援 ○   ○ 

Ⅲ 健康を支える生活習慣

の支援 
○ ○   

Ⅳ 体験・経験の機会を 

得られる支援 
○   ○ 

Ⅴ 親を支える支援  ○ ○ ○ 

Ⅵ 地域で支える支援 ○ ○ ○  
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５ 施策体系ごとの取組 

施策の柱 No. 重点施策 

Ⅰ 経済的支援 

  関係性の貧困の連鎖を

防ぎ，将来の経済的貧困

を未然に防ぐことができる

よう支援します。 

① 生活困窮者への支援の充実 

② 養育費用の支援の充実 

③ ひとり親への支援の充実 

④ 就労支援の充実 

Ⅱ 学びの支援 

  子どもが学びを通して，

前向きな気持ちながら成

長できるよう支援します。 

⑤ 学ぶための経済的支援の充実 

⑥ 地域や家庭における学習支援の充実 

⑦ 学校における学ぶ環境づくりの支援の充実 

⑧ 学び続けられる支援の充実 

Ⅲ 健康を支える生活

習慣の支援 

  基本的な生活習慣を整

えや食環境の向上を図

り，将来に渡る健康を得

られるよう支援します。 

⑨ 基本的な生活習慣を整える支援の充実 

⑩ 食育を通して健康づくりへの支援の充実 

Ⅳ 体験・経験の機会を

得られる支援 

  人や物，事との出会いを

通して，子どもの社会性

や前向きに考える心を得

られるよう支援します。 

⑪ 体験・経験の機会を得られる支援の充実 

Ⅴ 親を支える支援 

  子育ての負担軽減を図

り，社会に孤立せず，安

心して子育てができるよう

支援します。 

⑫ 親の孤立を防ぐ支援の充実 

⑬ 子育ての負担軽減を図る支援の充実 

Ⅵ 地域で支える支援 

  学校や家庭だけで子育

てをするのではなく，地域

社会全体で子どもを見守

ることができるよう支援し

ます。 

⑭ 地域で見守る環境づくりの推進 

 

６ 貧困対策の推進 

「宮っこ 子育ち・子育て応援プラン」と同一の体制において継続的な見直しを図り

ながら，計画的に推進します。 
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１ 計画の周知と啓発 

家庭をはじめ，企業，地域など子育ち・子育てに関わる一人ひとりが本計画の趣旨を理解

し，子どもと子育て家庭を支援し，子どもが健やかに成長できるよう，広報紙やホームペー

ジへの掲載，出前講座など，多くの機会をとらえて，計画の効果的な周知と意識の啓発に努

めます。 

 

２ 庁内推進体制 

本計画の推進にあたっては，児童福祉，母子保健，青少年健全育成，商工労働，教育等の

各分野に施策・事業がわたるため，関係部局が連携して部局横断的に取り組んでいくことが

必要です。 

このため，計画の進捗状況を把握し，子ども部を中心に関係部局間の連携を図りながら推

進してまいります。 

 

３ 庁外推進体制 

本計画に位置づけられている施策・事業は，行政のみならず，家庭（子どもの保護者），

事業者，支援団体など，子育ち・子育てに関するすべての主体がそれぞれの役割を認識し，

相互に連携，協力しながら，一体的に取り組む必要があります。 

このため，関係者が意見交換を行い，協働して推進するための協議の場である「宇都宮市

子ども・子育て会議」において，毎年，計画の進捗状況の報告を行い，情報を共有し，意見

をもとに，市として必要な対策を講じます。 

 

４ 計画の点検・評価等の公表及び施策への反映 

本計画では，計画全体の進捗状況を点検・評価するため，重点事業に目標値を設定し，個

別事業レベルの進捗状況の点検・評価に加え，個別事業を束ねた施策レベルでの進捗状況や

計画全体の進捗状況も点検・評価します。 

施策レベルの指標の設定に当たっては，現在の社会経済環境の中で生活している市民の感

覚に着目して，本市総合計画の施策における市民満足度を採用し，その推移を市民意識調査

により把握します。また，市民満足度の指標とあわせ，施策の目標を達成した状態を表す指

標として，成果指標を設定し，その推移を把握します。 

このような市民の視点に立った点検・評価を実施し，この結果を予算や事業実施に反映さ

せていきます。そうすることで，ＰＤＣＡサイクル（Plan計画－Do実施－Check評価－Action

改善）の実効性をさらに高めていきます。 

また，こうした過程に地域の関係者が参画する場として，上記３に掲げる組織の活用を図

るとともに，計画の実施状況について公表し，広く市民に周知を図ります。 

 

第５章 計画の推進体制 
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